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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

第 34 条，第 35 条，第 47 条，第 67 条，第 68 条及び第

73 条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」と

いう。）に関わる計測制御系統施設のうち計測装置の構

成，計測範囲及び警報動作範囲について説明するもので

ある。併せて技術基準規則第 34 条及びその解釈に関わ

る計測装置の計測結果の記録の保存についても説明す

るとともに，計測装置の機能を有した安全保護装置に関

して，技術基準規則第 35 条及びその解釈に関わる計測

制御系統施設のうち安全保護装置の不正アクセス行為

その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせ

ず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害

を防止するために必要な措置について説明する。 

なお，技術基準規則第 34 条及びその解釈に関わる計

測装置のうち設計基準対象施設としてのみ使用する計

測装置の構成及び計測範囲，技術基準規則第 35 条及び

その解釈に関わる安全保護装置の不正アクセス行為等

の被害の防止以外の構成並びに技術基準規則第 47 条の

計測装置の警報動作範囲に関しては，要求事項に変更が

ないため,今回の申請において変更は行わない。 

 

今回は，計測制御系統施設のうち設計基準対象施設に

関する計測結果の記録の保存及び安全保護装置の不正

アクセス行為等の被害の防止並びに重大事故等対処設

備に関する計測装置の構成，計測範囲について説明す

る。 
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2. 基本方針 

2.1 設計基準対象施設に関する計測 

2.1.1 計測結果の記録の保存 
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原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ

込めの機能の状況を監視するために必要なパラメータ

2. 基本方針 

2.1 設計基準対象施設に関する計測 

2.1.1 計測結果の記録の保存 

技術基準規則第 34 条及びその解釈に基づき，発電用

原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ

込めの機能の状況を監視するために必要なパラメータ

 

 

差異無し 

 

 

 



2 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の計測装置の計測結果は，原則，確実に記録計にて継続

的に記録し，記録紙は取り替えて保存できる設計又は外

部記憶媒体へ保存できる設計とし，断続的な試料の分析

を行う場合は，従事者が測定結果を記録し保存できる設

計とする。 

 

2.1.2 安全保護装置への不正アクセス行為等による被

害の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準規則第 35 条及びその解釈に基づき，安全保

護装置は，外部ネットワークと物理的分離及び機能的分

離，外部ネットワークからの遠隔操作防止及びウイルス

等の侵入防止，物理的及び電気的アクセスの制限を設け

ることにより，システムの据付，更新，試験，保守等で，

承認されていない者の操作及びウイルス等の侵入を防

止すること等の措置を講じることで，不正アクセス行為

その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせ

ず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害

を防止できる設計とする。 

 

2.2 重大事故等対処設備に関する計測 
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納容器内の雰囲気ガスの水素濃度及び酸素濃度を測定

できる設計とする。また，フィルタ装置水素濃度は，炉

心の著しい損傷が発生した場合に，原子炉格納容器外に

水素ガスを排出する場合の排出経路における水素濃度

を測定できる設計とする。これらの計測装置は，交流又

は直流電源が必要な場合には，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備又は可

搬型直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

2.2.2 静的触媒式水素再結合器の動作監視及び原子炉

建屋内水素濃度の計測 

 

技術基準規則第 68 条及びその解釈に基づき，水素爆

発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の

うち，水素濃度制御設備の監視設備である，静的触媒式

水素再結合器動作監視装置は静的触媒式水素再結合器

の作動状態を監視できる設計とする。また，水素爆発に

よる原子炉建屋等の損傷を防止するための設備のうち，

監視設備である原子炉建屋水素濃度は，原子炉建屋内に

検出器を設置し，水素濃度を測定できる設計とする。こ

れらの計測装置は，直流電源が必要な場合には，常設代

替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又

は推定 

技術基準規則第 73 条及びその解釈に基づき，重大事

故等が発生し，当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータとして，原子炉圧力容器内の

温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容
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水素濃度及び酸素濃度，原子炉建屋内の水素濃度並びに

未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保の監

視，格納容器バイパスの監視，水源の確保の監視に必要

なパラメータの計測装置を設ける設計とするとともに，

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により，当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合において，当該パラメータを推定するために必

要なパラメータを計測する設備を設置又は保管する設

計とする。 

重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータを，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状

態を把握するためのパラメータとする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握す

るためのパラメータを計測する装置は，設計基準事故時

に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適切に対応す

るための計測範囲を有する設計とするとともに，重大事

故等が発生し，当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要な原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位

並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等のパラメータの計測が困難となった場合又は計測範

囲を超えた場合に，代替パラメータによる推定の対応手

段等により推定ができる設計とする。 
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ことが必要なパラメータを計測することが困難となっ

た場合において，当該パラメータを推定するために必要

なパラメータを計測する設備を設置又は保管する設計

とする。 

重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータを，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状

態を把握するためのパラメータとする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握す

るためのパラメータを計測する装置は，設計基準事故時

に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適切に対応す

るための計測範囲を有する設計とするとともに，重大事

故等が発生し，当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要な原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位

並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等のパラメータの計測が困難となった場合又は計測範

囲を超えた場合に，代替パラメータによる推定の対応手

段等により推定ができる設計とする。 

 

また，重大事故等時に設計基準を超える状態における

発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計

測可能温度等）の明確化をするとともに，パラメータの

計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合に，

代替パラメータによる推定の対応手段等，複数のパラメ

ータの中から確からしさを考慮した優先順位を保安規

定に定めて管理する。 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度等想

定される重大事故等の対応に必要となる炉心損傷防止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために必

要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメ

ータは，計測又は監視及び記録できる設計とする。 

重大事故等の対処に必要となるパラメータは，データ

伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及び SPDS

表示装置で構成する安全パラメータ表示システム

（SPDS）に電磁的に記録，保存し，電源喪失により保存

した記録が失われない設計とする。また，記録は必要な

容量を保存できる設計とする。 

 

 

 

対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために必

要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメ

ータは，計測又は監視及び記録できる設計とする。 

重大事故等の対処に必要となるパラメータは，データ

伝送装置，緊急時対策支援システム伝送装置及び SPDS

表示装置で構成する安全パラメータ表示システム

（SPDS）に電磁的に記録，保存し，電源喪失により保存

した記録が失われない設計とする。また，記録は必要な

容量を保存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

（安全パラメータ表示システム）データ伝送装置：K6中

央制御室に設置 

（安全パラメータ表示システム（6,7号機共用））緊急時

対策支援システム伝送装置，SPDS 表示装置：K5 原子炉

建屋に設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 計測装置の構成 

重大事故等対処設備に関する計測装置の検出器から

計測結果の指示又は表示，記録及び警報装置に至るシス

テム構成を設計基準対象施設も含め「3.1 計測装置の

構成」に示す。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の計測装

置による計測結果の表示，記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に

とりまとめる。 

また，安全保護装置の不正アクセス行為等の被害の防

止措置について「3.3 安全保護装置」に示す。 

 

3.1 計測装置の構成 

3.1.1 起動領域計測装置（中性子源領域計測装置，中

間領域計測装置）及び出力領域計測装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 計測装置の構成 

重大事故等対処設備に関する計測装置の検出器から

計測結果の指示又は表示，記録及び警報装置に至るシス

テム構成を設計基準対象施設も含め「3.1 計測装置の

構成」に示す。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の計測装

置による計測結果の表示，記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に

とりまとめる。 

また，安全保護装置の不正アクセス行為等の被害の防

止措置について「3.3 安全保護装置」に示す。 

 

3.1 計測装置の構成 

3.1.1 起動領域計測装置（中性子源領域計測装置，中

間領域計測装置）及び出力領域計測装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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(1) 起動領域モニタ 

起動領域モニタは，設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備の機能を有しており，起動領域中性子束の検出

信号は，核分裂電離箱からのパルス信号を，前置増幅器

で増幅し，中央制御室の指示部にて中性子束レベル信号

に変換する処理を行った後，中性子束レベルを中央制御

室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録

及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装

置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－1

「起動領域モニタの概略構成図」及び図 3－2「検出器の

構造図（起動領域モニタ）」参照。） 

 

 

 

図 3－1 起動領域モニタの概略構成図 

 

 

図 3－2 検出器の構造図（起動領域モニタ） 

 

(1) 起動領域モニタ 

起動領域モニタは，設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備の機能を有しており，起動領域中性子束の検出

信号は，核分裂電離箱からのパルス信号を，前置増幅器

で増幅し，中央制御室（「7号機設備，6,7号機共用」（以

下同じ。））の指示部にて中性子束レベル信号に変換する

処理を行った後，中性子束レベルを中央制御室に指示

し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存

する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測

結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－1「起動領

域モニタの概略構成図」及び図 3－2「検出器の構造図

（起動領域モニタ）」参照。） 

 

 

図 3－1 起動領域モニタの概略構成図 

 

 

図 3－2 検出器の構造図（起動領域モニタ） 

 

差異無し 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（メーカが異なるため構造が異なる） 
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【島根との差異】柏崎刈羽は起動領域モニタ，島根は中

性子源領域計装，中間領域計装を組み合わせている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 出力領域モニタ 

出力領域モニタは，設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備の機能を有しており，出力領域中性子束の検出

信号は，核分裂電離箱からの電流信号を，中央制御室の

指示部にて中性子束レベル信号に変換する処理を行っ

た後，中性子束レベルを中央制御室に指示し，緊急時対

策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及

び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。（図 3－3「出力領域モニタの概

略構成図」及び図 3－4「検出器の構造図（出力領域モニ

タ）」参照。） 

 

 

図 3－3 出力領域モニタの概略構成図 

 

 

図 3－4 検出器の構造図（出力領域モニタ） 

 

 

 

 

(2) 出力領域モニタ 

出力領域モニタは，設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備の機能を有しており，出力領域中性子束の検出

信号は，核分裂電離箱からの電流信号を，中央制御室の

指示部にて中性子束レベル信号に変換する処理を行っ

た後，中性子束レベルを中央制御室に指示し，緊急時対

策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及

び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。（図 3－3「出力領域モニタの概

略構成図」及び図 3－4「検出器の構造図（出力領域モニ

タ）」参照。） 

 

 

図 3－3 出力領域モニタの概略構成図 

 

 

図 3－4 検出器の構造図（出力領域モニタ） 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（メーカが異なるため構造が異なる） 
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3.1.2 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷

却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を含む。）

を計測する装置 

(1) 高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力は，設計基準対象施設

及び重大事故等対処設備の機能を有しており，高圧炉心

注水系ポンプ吐出圧力の検出信号は，弾性圧力検出器か

らの電流信号を，中央制御室の指示部にて圧力信号へ変

換する処理を行った後，高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力

を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支援システ

ム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－5「高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力の概

略構成図」及び図 3－6「検出器の構造図（高圧炉心注水

系ポンプ吐出圧力）」参照。） 

 

 

 

図 3－5 高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力の概略構成図 

 

 

 

図 3－6 検出器の構造図（高圧炉心注水系ポンプ吐出

圧力） 

 

3.1.2 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷

却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を含む。）

を計測する装置 

(1) 高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力は，設計基準対象施設

及び重大事故等対処設備の機能を有しており，高圧炉心

注水系ポンプ吐出圧力の検出信号は，弾性圧力検出器か

らの電流信号を，中央制御室の指示部にて圧力信号へ変

換する処理を行った後，高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力

を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支援システ

ム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－5「高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力の概

略構成図」及び図 3－6「検出器の構造図（高圧炉心注水

系ポンプ吐出圧力）」参照。） 

 

 

 

図 3－5 高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力の概略構成図 

 

 

 

図 3－6 検出器の構造図（高圧炉心注水系ポンプ吐出

圧力） 

 

 

 

 

差異無し 

 

【島根との差異】3.1.9 その他重大事故等対処設備の計

測装置から引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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(2) 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力は，設計基準対象施設及

び重大事故等対処設備の機能を有しており，残留熱除去

系ポンプ吐出圧力の検出信号は，弾性圧力検出器からの

電流信号を，中央制御室の指示部にて圧力信号へ変換す

る処理を行った後，残留熱除去系ポンプ吐出圧力を中央

制御室に指示する。また，緊急時対策支援システム伝送

装置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に

示す。（図 3－7「残留熱除去系ポンプ吐出圧力の概略構

成図」及び図 3－8「検出器の構造図（残留熱除去系ポン

プ吐出圧力）」参照。 

 

図 3－7 残留熱除去系ポンプ吐出圧力の概略構成図 

 

 

図 3－8 検出器の構造図（残留熱除去系ポンプ吐出圧

力） 

 

 

 

 

 

(2) 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力は，設計基準対象施設及

び重大事故等対処設備の機能を有しており，残留熱除去

系ポンプ吐出圧力の検出信号は，弾性圧力検出器からの

電流信号を，中央制御室の指示部にて圧力信号へ変換す

る処理を行った後，残留熱除去系ポンプ吐出圧力を中央

制御室に指示する。また，緊急時対策支援システム伝送

装置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に

示す。（図 3－7「残留熱除去系ポンプ吐出圧力の概略構

成図」及び図 3－8「検出器の構造図（残留熱除去系ポン

プ吐出圧力）」参照。） 

 

図 3－7 残留熱除去系ポンプ吐出圧力の概略構成図 

 

 

図 3－8 検出器の構造図（残留熱除去系ポンプ吐出圧

力） 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 



11 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 残留熱除去系熱交換器入口温度 

 残留熱除去系熱交換器入口温度は，設計基準対象施設

及び重大事故等対処設備の機能を有しており，残留熱除

去系熱交換器入口温度の検出信号は，熱電対からの起電

力を，制御盤（ESF盤＊）内の演算装置を経由して指示部

にて温度信号に変換する処理を行った後，残留熱除去系

熱交換器入口温度を中央制御室に指示する。また，緊急

時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表

示，記録及び保存」に示す。（図 3－9「残留熱除去系熱

交換器入口温度の概略構成図」及び図 3－10「検出器の

構造図（残留熱除去系熱交換器入口温度）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－9 残留熱除去系熱交換器入口温度の概略構成図 

 

 

 

図 3－10 検出器の構造図（残留熱除去系熱交換器入

口温度） 

 

 

 

(3) 残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度は，設計基準対象施設

及び重大事故等対処設備の機能を有しており，残留熱除

去系熱交換器入口温度の検出信号は，熱電対からの起電

力を，制御盤（安全系多重伝送盤）内の演算装置を経由

して指示部にて温度信号に変換する処理を行った後，残

留熱除去系熱交換器入口温度を中央制御室に指示する。

また，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保

存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計

測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－9「残留

熱除去系熱交換器入口温度の概略構成図」及び図 3－10

「検出器の構造図（残留熱除去系熱交換器入口温度）」

参照。） 

 

 

図 3－9 残留熱除去系熱交換器入口温度の概略構成図 

 

 

 

図 3－10 検出器の構造図（残留熱除去系熱交換器入

口温度） 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異 

（K6 と K7で演算装置を設置する盤が異なる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異 

（K6 と K7で演算装置を設置する盤が異なる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異 

（K6 と K7で演算装置を設置する盤が異なる。） 

 

 

 



12 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 残留熱除去系熱交換器出口温度 

 残留熱除去系熱交換器出口温度は，設計基準対象施設

及び重大事故等対処設備の機能を有しており，残留熱除

去系熱交換器出口温度の検出信号は，熱電対からの起電

力を，制御盤 （ESF盤＊）内の演算装置を経由して指示

部にて温度信号に変換する処理を行った後，残留熱除去

系熱交換器出口温度を中央制御室に指示する。また，緊

急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。

記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の

表示，記録及び保存」に示す。（図 3－11「残留熱除去系

熱交換器出口温度の概略構成図」及び図 3－12「検出器

の構造図（残留熱除去系熱交換器出口温度）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－11 残留熱除去系熱交換器出口温度の概略構成

図 

 

図 3－12 検出器の構造図（残留熱除去系熱交換器出

口温度） 

 

 

 

(4) 残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度は，設計基準対象施設

及び重大事故等対処設備の機能を有しており，残留熱除

去系熱交換器出口温度の検出信号は，熱電対からの起電

力を，制御盤（安全系多重伝送盤）内の演算装置を経由

して指示部にて温度信号に変換する処理を行った後，残

留熱除去系熱交換器出口温度を中央制御室に指示する。

また，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保

存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計

測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－11「残留

熱除去系熱交換器出口温度の概略構成図」及び図 3－12

「検出器の構造図（残留熱除去系熱交換器出口温度）」

参照。） 

 

 

図 3－11 残留熱除去系熱交換器出口温度の概略構成

図 

 

図 3－12 検出器の構造図（残留熱除去系熱交換器出

口温度） 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異 

（K6 と K7で演算装置を設置する盤が異なる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異 

（K6 と K7で演算装置を設置する盤が異なる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異 

（K6 と K7で演算装置を設置する盤が異なる。） 

 

 

 



13 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 復水補給水系温度（代替循環冷却） 

復水補給水系温度（代替循環冷却）は，重大事故等対

処設備の機能を有しており，復水補給水系温度（代替循

環冷却）の検出信号は，熱電対からの起電力を，中央制

御室の指示部にて温度信号に変換する処理を行った後，

復水補給水系温度（代替循環冷却）を中央制御室に指示

し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存

する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計

測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－13「復

水補給水系温度（代替循環冷却）の概略構成図」及び図

3－14「検出器の構造図（復水補給水系温度（代替循環

冷却））」参照。） 

 

図 3－13 復水補給水系温度（代替循環冷却）の概略

構成図 

 

図 3－14 検出器の構造図（復水補給水系温度（代替

循環冷却）） 

 

 

 

 

(5) 復水補給水系温度（代替循環冷却） 

復水補給水系温度（代替循環冷却）は，重大事故等対

処設備の機能を有しており，復水補給水系温度（代替循

環冷却）の検出信号は，熱電対からの起電力を，中央制

御室の指示部にて温度信号に変換する処理を行った後，

復水補給水系温度（代替循環冷却）を中央制御室に指示

し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存

する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計

測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－13「復

水補給水系温度（代替循環冷却）の概略構成図」及び図

3－14「検出器の構造図（復水補給水系温度（代替循環

冷却））」参照。） 

 

図 3－13 復水補給水系温度（代替循環冷却）の概略

構成図 

 

図 3－14 検出器の構造図（復水補給水系温度（代替

循環冷却）） 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 残留熱除去系系統流量 

 残留熱除去系系統流量は，設計基準対象施設及び重大

事故等対処設備の機能を有しており，残留熱除去系系統

流量の検出信号は，差圧式流量検出器からの電流信号

を，制御盤 （ESF盤＊）内の演算装置を経由して指示部

にて流量信号へ変換する処理を行った後，残留熱除去系

系統流量を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支

援システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保

存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存」に示す。（図 3－15「残留熱除去系系統流量の

概略構成図」及び図 3－16「検出器の構造図（残留熱除

去系系統流量）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－15 残留熱除去系系統流量の概略構成図 

 

 

図 3－16 検出器の構造図（残留熱除去系系統流量） 

 

 

 

 

(6) 残留熱除去系系統流量 

 残留熱除去系系統流量は，設計基準対象施設及び重大

事故等対処設備の機能を有しており，残留熱除去系系統

流量の検出信号は，差圧式流量検出器からの電流信号

を，制御盤 （ESF盤＊）内の演算装置を経由して指示部

にて流量信号へ変換する処理を行った後，残留熱除去系

系統流量を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支

援システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保

存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存」に示す。（図 3－15「残留熱除去系系統流量の

概略構成図」及び図 3－16「検出器の構造図（残留熱除

去系系統流量）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－15 残留熱除去系系統流量の概略構成図 

 

 

図 3－16 検出器の構造図（残留熱除去系系統流量） 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 原子炉隔離時冷却系系統流量 

 原子炉隔離時冷却系系統流量は，設計基準対象施設及

び重大事故等対処設備の機能を有しており，原子炉隔離

時冷却系系統流量の検出信号は，差圧式流量検出器から

の電流信号を，制御盤（ESF盤＊）内の演算装置を経由し

て指示部にて流量信号へ変換する処理を行った後，原子

炉隔離時冷却系系統流量を中央制御室に指示する。ま

た，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存

する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測

結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－17「原子炉

隔離時冷却系系統流量の概略構成図」及び図 3－18「検

出器の構造図（原子炉隔離時冷却系系統流量）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

 

図 3－17 原子炉隔離時冷却系系統流量の概略構成図 

 

 

図 3－18 検出器の構造図（原子炉隔離時冷却系系統

流量） 

 

 

 

(7) 原子炉隔離時冷却系系統流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量は，設計基準対象施設及

び重大事故等対処設備の機能を有しており，原子炉隔離

時冷却系系統流量の検出信号は，差圧式流量検出器から

の電流信号を，制御盤（ESF盤＊）内の演算装置を経由し

て指示部にて流量信号へ変換する処理を行った後，原子

炉隔離時冷却系系統流量を中央制御室に指示する。ま

た，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存

する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測

結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－17「原子炉

隔離時冷却系系統流量の概略構成図」及び図 3－18「検

出器の構造図（原子炉隔離時冷却系系統流量）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

 

図 3－17 原子炉隔離時冷却系系統流量の概略構成図 

 

 

図 3－18 検出器の構造図（原子炉隔離時冷却系系統

流量） 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 高圧炉心注水系系統流量 

 高圧炉心注水系系統流量は，設計基準対象施設及び重

大事故等対処設備の機能を有しており，高圧炉心注水系

系統流量の検出信号は，差圧式流量検出器からの電流信

号を，制御盤 （ESF盤＊）内の演算装置を経由して指示

部にて流量信号へ変換する処理を行った後，高圧炉心注

水系系統流量を中央制御室に指示する。また，緊急時対

策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及

び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，

記録及び保存」に示す。（図 3－19「高圧炉心注水系系統

流量の概略構成図」及び図 3－20「検出器の構造図（高

圧炉心注水系系統流量）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－19 高圧炉心注水系系統流量の概略構成図 

 

 

図 3－20 検出器の構造図（高圧炉心注水系系統流

量） 

 

 

 

(8) 高圧炉心注水系系統流量 

高圧炉心注水系系統流量は，設計基準対象施設及び重大

事故等対処設備の機能を有しており，高圧炉心注水系系

統流量の検出信号は，差圧式流量検出器からの電流信号

を，制御盤 （ESF盤＊）内の演算装置を経由して指示部

にて流量信号へ変換する処理を行った後，高圧炉心注水

系系統流量を中央制御室に指示する。また，緊急時対策

支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び

保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記

録及び保存」に示す。（図 3－19「高圧炉心注水系系統流

量の概略構成図」及び図 3－20「検出器の構造図（高圧

炉心注水系系統流量）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－19 高圧炉心注水系系統流量の概略構成図 

 

 

図 3－20 検出器の構造図（高圧炉心注水系系統流

量） 

 

 

 

差異無し 
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設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 



17 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 高圧代替注水系系統流量 

 高圧代替注水系系統流量は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，高圧代替注水系系統流量の検出信号

は，差圧式流量検出器からの電流信号を，中央制御室の

演算装置を経由して指示部にて流量信号へ変換する処

理を行った後，高圧代替注水系系統流量を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－21「高

圧代替注水系系統流量の概略構成図」及び図 3－22「検

出器の構造図（高圧代替注水系系統流量）」参照。） 

 

 

図 3－21 高圧代替注水系系統流量の概略構成図 

 

 

図 3－22 検出器の構造図（高圧代替注水系系統流量） 

 

 

 

 

 

(9) 高圧代替注水系系統流量 

 高圧代替注水系系統流量は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，高圧代替注水系系統流量の検出信号

は，差圧式流量検出器からの電流信号を，中央制御室の

演算装置を経由して指示部にて流量信号へ変換する処

理を行った後，高圧代替注水系系統流量を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－21「高

圧代替注水系系統流量の概略構成図」及び図 3－22「検

出器の構造図（高圧代替注水系系統流量）」参照。） 

 

 

図 3－21 高圧代替注水系系統流量の概略構成図 

 

 

図 3－22 検出器の構造図（高圧代替注水系系統流量） 
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設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 

 

 

 

 

 



18 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量） 

 復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，復水補給水系流量

（RHR A系代替注水流量）の検出信号は，差圧式流量検

出器からの電流信号を，中央制御室の演算装置を経由し

て指示部にて流量信号へ変換する処理を行った後，復水

補給水系流量（RHR A系代替注水流量）を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－23「復

水補給水系流量（RHR A系代替注水流量）の概略構成図」

及び図 3－24「検出器の構造図（復水補給水系流量（RHR 

A系代替注水流量））」参照。） 

 

図 3－23 復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量）

の概略構成図 

 

 

図 3－24 検出器の構造図（復水補給水系流量（RHR A

系代替注水流量）） 

 

 

(10) 復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量） 

復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，復水補給水系流量

（RHR A系代替注水流量）の検出信号は，差圧式流量検

出器からの電流信号を，中央制御室の演算装置を経由し

て指示部にて流量信号へ変換する処理を行った後，復水

補給水系流量（RHR A系代替注水流量）を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－23「復

水補給水系流量（RHR A系代替注水流量）の概略構成図」

及び図 3－24「検出器の構造図（復水補給水系流量（RHR 

A系代替注水流量））」参照。） 

 

図 3－23 復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量）

の概略構成図 

 

 

図 3－24 検出器の構造図（復水補給水系流量（RHR A

系代替注水流量）） 
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設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 

 

 

 



19 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】申請対象設備の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，復水補給水系流量

（RHR B系代替注水流量）の検出信号は，差圧式流量検

出器からの電流信号を，中央制御室の演算装置を経由し

て指示部にて流量信号へ変換する処理を行った後，復水

補給水系流量（RHR B系代替注水流量）を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－25「復

水補給水系流量（RHR B系代替注水流量）の概略構成図」

及び図 3－26「検出器の構造図（復水補給水系流量（RHR 

B系代替注水流量））」参照。） 

 

図 3－25 復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量）

の概略構成図 

 

 

図 3－26 検出器の構造図（復水補給水系流量（RHR B

系代替注水流量）） 

(11) 復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，復水補給水系流量

（RHR B系代替注水流量）の検出信号は，差圧式流量検

出器からの電流信号を，中央制御室の演算装置を経由し

て指示部にて流量信号へ変換する処理を行った後，復水

補給水系流量（RHR B系代替注水流量）を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－25「復

水補給水系流量（RHR B系代替注水流量）の概略構成図」

及び図 3－26「検出器の構造図（復水補給水系流量（RHR 

B系代替注水流量））」参照。） 

 

図 3－25 復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量）

の概略構成図 

 

 

図 3－26 検出器の構造図（復水補給水系流量（RHR B

系代替注水流量）） 

差異無し 
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21 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】申請対象設備の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】申請対象設備の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】申請対象設備の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測す

る装置 

(1) 原子炉圧力 

 原子炉圧力は，設計基準対象施設及び重大事故等対処

設備の機能を有しており，原子炉圧力の検出信号は，弾

性圧力検出器からの電流信号を，制御盤 （安全保護系

盤）内の演算装置を経由して指示部にて圧力信号へ変換

する処理を行った後，原子炉圧力を中央制御室に指示す

る。また，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及

び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置

の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－27

「原子炉圧力の概略構成図」及び図 3－28「検出器の構

造図（原子炉圧力）」参照。） 

 

図 3－27 原子炉圧力の概略構成図 

 

図 3－28 検出器の構造図（原子炉圧力） 

 

 

 

 

3.1.3 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測す

る装置 

(1) 原子炉圧力 

 原子炉圧力は，設計基準対象施設及び重大事故等対処

設備の機能を有しており，原子炉圧力の検出信号は，弾

性圧力検出器からの電流信号を，制御盤 （安全保護系

盤）内の演算装置を経由して指示部にて圧力信号へ変換

する処理を行った後，原子炉圧力を中央制御室に指示す

る。また，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及

び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置

の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－27

「原子炉圧力の概略構成図」及び図 3－28「検出器の構

造図（原子炉圧力）」参照。） 

 

図 3－27 原子炉圧力の概略構成図 

 

図 3－28 検出器の構造図（原子炉圧力） 
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設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 



25 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉圧力（SA） 

 原子炉圧力（SA）は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，原子炉圧力（SA）の検出信号は，弾性圧力検

出器からの電流信号を，中央制御室の指示部にて圧力信

号へ変換する処理を行った後，中央制御室に指示し，緊

急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。

記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の

表示，記録及び保存」に示す。（図 3－29「原子炉圧力

（SA）の概略構成図」及び図 3－30「検出器の構造図（原

子炉圧力（SA））」参照。） 

 

図 3－29 原子炉圧力（SA）の概略構成図 

 

 

図 3－30 検出器の構造図（原子炉圧力（SA）） 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉圧力（SA） 

 原子炉圧力（SA）は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，原子炉圧力（SA）の検出信号は，弾性圧力検

出器からの電流信号を，中央制御室の指示部にて圧力信

号へ変換する処理を行った後，中央制御室に指示し，緊

急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。

記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の

表示，記録及び保存」に示す。（図 3－29「原子炉圧力

（SA）の概略構成図」及び図 3－30「検出器の構造図（原

子炉圧力（SA））」参照。） 

 

図 3－29 原子炉圧力（SA）の概略構成図 

 

 

図 3－30 検出器の構造図（原子炉圧力（SA）） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 原子炉水位（広帯域） 

 原子炉水位（広帯域）は，設計基準対象施設及び重大

事故等対処設備の機能を有しており，原子炉水位（広帯

域）の検出信号は，差圧式水位検出器からの電流信号を，

制御盤（ESF 盤＊）内の演算装置を経由して指示部にて

水位信号へ変換する処理を行った後，原子炉水位（広帯

域）を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支援シ

ステム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存に

ついては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（図 3－31「原子炉水位（広帯域）の概略

構成図」及び図 3－32「検出器の構造図（原子炉水位（広

帯域））」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－31 原子炉水位（広帯域）の概略構成図 

 

 

図 3－32 検出器の構造図（原子炉水位（広帯域）） 

 

 

 

 

(3) 原子炉水位（広帯域） 

 原子炉水位（広帯域）は，設計基準対象施設及び重大

事故等対処設備の機能を有しており，原子炉水位（広帯

域）の検出信号は，差圧式水位検出器からの電流信号を，

制御盤（ESF 盤＊）内の演算装置を経由して指示部にて

水位信号へ変換する処理を行った後，原子炉水位（広帯

域）を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支援シ

ステム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存に

ついては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（図 3－31「原子炉水位（広帯域）の概略

構成図」及び図 3－32「検出器の構造図（原子炉水位（広

帯域））」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－31 原子炉水位（広帯域）の概略構成図 

 

 

図 3－32 検出器の構造図（原子炉水位（広帯域）） 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

設備構成の差異 

中央制御室外原子炉停止装置に伝送している対象は

以下の通り。 

K7 は DB/SA：B21-LT-003A(Ⅰ系),DB：B21-LT-003B(Ⅱ

系) 

K6 は DB/SA：B21-LT003A(Ⅰ系),DB/SA：B21-LT003F(Ⅱ

系) 

記載の適正化 

K7：その他の原子炉格納容器隔離弁閉（原子炉水位低

（レベル 3,2）） 

誤：その他の原子炉格納容器隔離弁閉（原子炉水位低

（レベル 3,2）） 

正：その他の原子炉格納容器隔離弁閉（原子炉水位低

（レベル 2）） 

 

K6：注記＊5を追加 

DB の記録対象が B21-LT003A(Ⅰ系),B21-LT003B(Ⅱ

系)のため注記＊1は「Ⅰ系のみ」とする。 

「区分Ⅰ，Ⅱのみ」は中央制御室外原子炉停止装置に

のみ適用するため注記＊5を追記する。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 



27 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 原子炉水位（燃料域） 

 原子炉水位（燃料域）は，設計基準対象施設及び重大

事故等対処設備の機能を有しており，原子炉水位（燃料

域）の検出信号は，差圧式水位検出器からの電流信号を，

中央制御室の指示部にて水位信号へ変換する処理を行

った後，原子炉水位（燃料域）を中央制御室に指示する。

また，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保

存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計

測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－33「原子

炉水位（燃料域）の概略構成図」及び図 3－34「検出器

の構造図（原子炉水位（燃料域））」参照。） 

 

 

図 3－33 原子炉水位（燃料域）の概略構成図 

 

 

図 3－34 検出器の構造図（原子炉水位（燃料域）） 

 

 

 

 

(4) 原子炉水位（燃料域） 

 原子炉水位（燃料域）は，設計基準対象施設及び重大

事故等対処設備の機能を有しており，原子炉水位（燃料

域）の検出信号は，差圧式水位検出器からの電流信号を，

中央制御室の指示部にて水位信号へ変換する処理を行

った後，原子炉水位（燃料域）を中央制御室に指示する。

また，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保

存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計

測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－33「原子

炉水位（燃料域）の概略構成図」及び図 3－34「検出器

の構造図（原子炉水位（燃料域））」参照。） 

 

 

図 3－33 原子炉水位（燃料域）の概略構成図 

 

 

図 3－34 検出器の構造図（原子炉水位（燃料域）） 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 原子炉水位（SA） 

 原子炉水位（SA）は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，原子炉水位（SA）の検出信号は，差圧式水位

検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部にて水位

信号へ変換する処理を行った後，原子炉水位（SA）を中

央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置に

て記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 

計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図

3－35「原子炉水位（SA）の概略構成図」及び図 3－36「検

出器の構造図（原子炉水位（SA））」参照。） 

 

 

図 3－35 原子炉水位（SA）の概略構成図 

 

 

図 3－36 検出器の構造図（原子炉水位（SA）） 

 

 

 

 

 

(5) 原子炉水位（SA） 

 原子炉水位（SA）は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，原子炉水位（SA）の検出信号は，差圧式水位

検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部にて水位

信号へ変換する処理を行った後，原子炉水位（SA）を中

央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置に

て記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 

計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図

3－35「原子炉水位（SA）の概略構成図」及び図 3－36「検

出器の構造図（原子炉水位（SA））」参照。） 

 

 

図 3－35 原子炉水位（SA）の概略構成図 

 

 

図 3－36 検出器の構造図（原子炉水位（SA）） 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガス

濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

(1) 格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（D/W）は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，格納容器内圧力（D/W）の検出信号は，

弾性圧力検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部

にて圧力信号へ変換する処理を行った後，格納容器内圧

力（D/W）を中央制御室に指示し，緊急時対策支援シス

テム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につ

いては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。（図 3－37「格納容器内圧力（D/W）の概略

構成図」及び図 3－38「検出器の構造図（格納容器内圧

力（D/W））」参照。） 

 

 

図 3－37 格納容器内圧力（D/W）の概略構成図 

 

図 3－38 検出器の構造図（格納容器内圧力（D/W）） 

 

 

 

 

 

3.1.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガス

濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

(1) 格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（D/W）は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，格納容器内圧力（D/W）の検出信号は，

弾性圧力検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部

にて圧力信号へ変換する処理を行った後，格納容器内圧

力（D/W）を中央制御室に指示し，緊急時対策支援シス

テム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につ

いては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。（図 3－37「格納容器内圧力（D/W）の概略

構成図」及び図 3－38「検出器の構造図（格納容器内圧

力（D/W））」参照。） 

 

 

図 3－37 格納容器内圧力（D/W）の概略構成図 

 

図 3－38 検出器の構造図（格納容器内圧力（D/W）） 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 格納容器内圧力（S/C） 

格納容器内圧力（S/C）は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，格納容器内圧力（S/C）の検出信号は，

弾性圧力検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部

にて圧力信号へ変換する処理を行った後，格納容器内圧

力（S/C）を中央制御室に指示し，緊急時対策支援シス

テム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につ

いては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。（図 3－39「格納容器内圧力（S/C）の概略

構成図」及び図 3－40「検出器の構造図（格納容器内圧

力（S/C））」参照。） 

 

図 3－39 格納容器内圧力（S/C）の概略構成図 

 

 

図 3－40 検出器の構造図（格納容器内圧力（S/C）） 

 

 

 

 

(2) 格納容器内圧力（S/C） 

格納容器内圧力（S/C）は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，格納容器内圧力（S/C）の検出信号は，

弾性圧力検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部

にて圧力信号へ変換する処理を行った後，格納容器内圧

力（S/C）を中央制御室に指示し，緊急時対策支援シス

テム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につ

いては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。（図 3－39「格納容器内圧力（S/C）の概略

構成図」及び図 3－40「検出器の構造図（格納容器内圧

力（S/C））」参照。） 

 

図 3－39 格納容器内圧力（S/C）の概略構成図 

 

 

図 3－40 検出器の構造図（格納容器内圧力（S/C）） 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ドライウェル雰囲気温度 

ドライウェル雰囲気温度は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，ドライウェル雰囲気温度の検出信号

は，熱電対からの起電力を，中央制御室の指示部にて温

度信号に変換する処理を行った後，ドライウェル雰囲気

温度を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝

送装置にて記録及び保存する。記録及び保存について

は，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－41「ドライウェル雰囲気温度の概略構成

図」及び図 3－42「検出器の構造図（ドライウェル雰囲

気温度）」参照。） 

 

 

図 3－41 ドライウェル雰囲気温度の概略構成図 

 

図 3－42 検出器の構造図（ドライウェル雰囲気温

度） 

 

 

 

 

(3) ドライウェル雰囲気温度 

ドライウェル雰囲気温度は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，ドライウェル雰囲気温度の検出信号

は，熱電対からの起電力を，中央制御室の指示部にて温

度信号に変換する処理を行った後，ドライウェル雰囲気

温度を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝

送装置にて記録及び保存する。記録及び保存について

は，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－41「ドライウェル雰囲気温度の概略構成

図」及び図 3－42「検出器の構造図（ドライウェル雰囲

気温度）」参照。） 

 

 

図 3－41 ドライウェル雰囲気温度の概略構成図 

 

図 3－42 検出器の構造図（ドライウェル雰囲気温

度） 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) サプレッションチェンバ気体温度 

サプレッションチェンバ気体温度は，重大事故等対処

設備の機能を有しており，サプレッションチェンバ気体

温度の検出信号は，熱電対から起電力を，中央制御室の

指示部にて温度信号に変換する処理を行った後，サプレ

ッションチェンバ気体温度を中央制御室に指示し，緊急

時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表

示，記録及び保存」に示す。（図 3－43「サプレッション

チェンバ気体温度の概略構成図」及び図 3－44「検出器

の構造図（サプレッションチェンバ気体温度）」参照。） 

 

図 3－43 サプレッションチェンバ気体温度の概略構

成図 

 

図 3－44 検出器の構造図（サプレッションチェンバ

気体温度） 

 

 

 

 

(4) サプレッションチェンバ気体温度 

サプレッションチェンバ気体温度は，重大事故等対処

設備の機能を有しており，サプレッションチェンバ気体

温度の検出信号は，熱電対から起電力を，中央制御室の

指示部にて温度信号に変換する処理を行った後，サプレ

ッションチェンバ気体温度を中央制御室に指示し，緊急

時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存する。記

録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結果の表

示，記録及び保存」に示す。（図 3－43「サプレッション

チェンバ気体温度の概略構成図」及び図 3－44「検出器

の構造図（サプレッションチェンバ気体温度）」参照。） 

 

図 3－43 サプレッションチェンバ気体温度の概略構

成図 

 

図 3－44 検出器の構造図（サプレッションチェンバ

気体温度） 
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(5) サプレッションチェンバプール水温度 

サプレッションチェンバプール水温度は，重大事故等

対処設備の機能を有しており，サプレッションチェンバ

プール水温度の検出信号は，測温抵抗体の抵抗値を，中

央制御室の指示部にて温度信号に変換する処理を行っ

た後，サプレッションチェンバプール水温度を中央制御

室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録

及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装

置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－45

「サプレッションチェンバプール水温度の概略構成図」

及び図 3－46「検出器の構造図（サプレッションチェン

バプール水温度）」参照。） 

 

図 3－45 サプレッションチェンバプール水温度の概

略構成図 

 

図 3－46 検出器の構造図（サプレッションチェンバ

プール水温度） 

 

 

 

 

(5) サプレッションチェンバプール水温度 

サプレッションチェンバプール水温度は，重大事故等

対処設備の機能を有しており，サプレッションチェンバ

プール水温度の検出信号は，測温抵抗体の抵抗値を，中

央制御室の演算装置を経由して指示部にて温度信号に

変換する処理を行った後，サプレッションチェンバプー

ル水温度を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システ

ム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－45「サプレッションチェンバプール水温

度の概略構成図」及び図 3－46「検出器の構造図（サプ

レッションチェンバプール水温度）」参照。） 

 

図 3－45 サプレッションチェンバプール水温度の概

略構成図 

 

図 3－46 検出器の構造図（サプレッションチェンバ

プール水温度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 

 

 

 

 

 



34 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 
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(6) 格納容器内酸素濃度 

 格納容器内酸素濃度は，設計基準対象施設及び重大事

故等対処設備の機能を有しており，格納容器内酸素濃度

の検出信号は，熱磁気風式酸素検出器からの電圧信号

を，前置増幅器で増幅し，中央制御室の指示部にて酸素

濃度信号へ変換する処理を行った後，格納容器内酸素濃

度を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送

装置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に

示す。（図 3－47「格納容器内酸素濃度の概略構成図」及

び図 3－48「検出器の構造図（格納容器内酸素濃度）」参

照。） 

 交流電源が必要な場合，常設代替交流電源設備である

第一ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備

である電源車から給電が可能である。電源供給について

Ⅴ-5「図面」のうち「第 1-4-5図 計測制御単線結線図」

に示す。 

 

 

図 3－47 格納容器内酸素濃度の概略構成図 

 

図 3－48 検出器の構造図（格納容器内酸素濃度） 

(6) 格納容器内酸素濃度 

 格納容器内酸素濃度は，設計基準対象施設及び重大事

故等対処設備の機能を有しており，格納容器内酸素濃度

の検出信号は，熱磁気風式酸素検出器からの電圧信号

を，前置増幅器で増幅し，中央制御室の指示部にて酸素

濃度信号へ変換する処理を行った後，格納容器内酸素濃

度を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送

装置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に

示す。（図 3－47「格納容器内酸素濃度の概略構成図」及

び図 3－48「検出器の構造図（格納容器内酸素濃度）」参

照。） 

 交流電源が必要な場合，常設代替交流電源設備である

第一ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備

である電源車から給電が可能である。電源供給について

Ⅵ-5「図面」のうち「第 1-4-5図 計測制御単線結線図」

に示す。 

 
 

図 3－47 格納容器内酸素濃度の概略構成図 

 

図 3－48 検出器の構造図（格納容器内酸素濃度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 
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(7) 格納容器内水素濃度 

 格納容器内水素濃度は，設計基準対象施設及び重大事

故等対処設備の機能を有しており，格納容器内水素濃度

の検出信号は，熱伝導式水素検出器からの電圧信号を，

前置増幅器で増幅し，中央制御室の指示部にて水素濃度

信号へ変換する処理を行った後，格納容器内水素濃度を

中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置

にて記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 

計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図

3－49「格納容器内水素濃度の概略構成図」及び図 3－50

「検出器の構造図（格納容器内水素濃度）」参照。） 

 交流電源が必要な場合，常設代替交流電源設備である

第一ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備

である電源車から給電が可能である。電源供給について

Ⅴ-5「図面」のうち「第 1-4-5図 計測制御単線結線図」

に示す。 

 

 

図 3－49 格納容器内水素濃度の概略構成図 

 

図 3－50 検出器の構造図（格納容器内水素濃度） 

 

(7) 格納容器内水素濃度 

 格納容器内水素濃度は，設計基準対象施設及び重大事

故等対処設備の機能を有しており，格納容器内水素濃度

の検出信号は，熱伝導式水素検出器からの電圧信号を，

前置増幅器で増幅し，中央制御室の指示部にて水素濃度

信号へ変換する処理を行った後，格納容器内水素濃度を

中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置

にて記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 

計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図

3－49「格納容器内水素濃度の概略構成図」及び図 3－50

「検出器の構造図（格納容器内水素濃度）」参照。） 

 交流電源が必要な場合，常設代替交流電源設備である

第一ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備

である電源車から給電が可能である。電源供給について

Ⅵ-5「図面」のうち「第 1-4-5図 計測制御単線結線図」

に示す。 

 

 

図 3－49 格納容器内水素濃度の概略構成図 

 

図 3－50 検出器の構造図（格納容器内水素濃度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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(8) 格納容器内水素濃度（SA） 

格納容器内水素濃度（SA）は，重大事故等対処設備の

機能を有しており，格納容器内水素濃度（SA）の検出信

号は，水素吸蔵材料式水素検出器からの抵抗値を，中央

制御室の演算装置を経由して指示部にて水素濃度信号

へ変換する処理を行った後，格納容器内水素濃度（SA）

を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装

置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に

示す。（図 3－51「格納容器内水素濃度（SA）の概略構成

図」及び図 3－52「検出器の構造図（格納容器内水素濃

度（SA））」参照。） 

直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である

AM用直流 125V蓄電池又は可搬型直流電源設備である電

源車及び AM 用直流 125V充電器から給電が可能である。

電源供給について「第 1-4-3図 直流全体単線結線図（そ

の 1）」に示す。 

格納容器内水素濃度（SA）の機能・構造と耐環境性等

について別添「格納容器内水素濃度（SA）による格納容

器内水素濃度の監視について」に示す。 

 

図 3－51 格納容器内水素濃度（SA）の概略構成図 

 

図 3－52 検出器の構造図（格納容器内水素濃度（SA）） 

(8) 格納容器内水素濃度（SA） 

格納容器内水素濃度（SA）は，重大事故等対処設備の

機能を有しており，格納容器内水素濃度（SA）の検出信

号は，水素吸蔵材料式水素検出器からの抵抗値を，中央

制御室の演算装置を経由して指示部にて水素濃度信号

へ変換する処理を行った後，格納容器内水素濃度（SA）

を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装

置にて記録及び保存する。記録及び保存については，

「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に

示す。（図 3－51「格納容器内水素濃度（SA）の概略構成

図」及び図 3－52「検出器の構造図（格納容器内水素濃

度（SA））」参照。） 

直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である

AM用直流 125V蓄電池又は可搬型直流電源設備である電

源車及び AM用直流 125V充電器から給電が可能である。

電源供給についてⅥ-5「図面」のうち「第 1-4-3 図 直

流全体単線結線図（その 1）」に示す。 

格納容器内水素濃度（SA）の機能・構造と耐環境性等

について別添 1「格納容器内水素濃度（SA）による格納

容器内水素濃度の監視について」に示す。 

 

図 3－51 格納容器内水素濃度（SA）の概略構成図 

 

図 3－52 検出器の構造図（格納容器内水素濃度（SA）） 
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設工認申請号機の違いによる差異 
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【島根との差異】柏崎刈羽は CAMSを採用 
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【島根との差異】柏崎刈羽は水素吸蔵材料式を採用 
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【島根との差異】申請対象設備の差異 
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【島根との差異】申請対象設備の差異 
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3.1.5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係

る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置 

(1) 復水貯蔵槽水位（SA） 

 復水貯蔵槽水位（SA）は，重大事故等対処設備の機能

を有しており，復水貯蔵槽水位（SA）の検出信号は，差

圧式水位検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部

にて水位信号へ変換する処理を行った後，復水貯蔵槽水

位（SA）を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システ

ム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－53「復水貯蔵槽水位（SA）の概略構成図」

及び図 3－54「検出器の構造図（復水貯蔵槽水位（SA））」

参照。） 

 

図 3－53 復水貯蔵槽水位（SA）の概略構成図 

 

図 3－54 検出器の構造図（復水貯蔵槽水位（SA）） 

 

 

 

 

3.1.5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係

る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置 

(1) 復水貯蔵槽水位（SA） 

 復水貯蔵槽水位（SA）は，重大事故等対処設備の機能

を有しており，復水貯蔵槽水位（SA）の検出信号は，差

圧式水位検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部

にて水位信号へ変換する処理を行った後，復水貯蔵槽水

位（SA）を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システ

ム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－53「復水貯蔵槽水位（SA）の概略構成図」

及び図 3－54「検出器の構造図（復水貯蔵槽水位（SA））」

参照。） 

 

図 3－53 復水貯蔵槽水位（SA）の概略構成図 

 

図 3－54 検出器の構造図（復水貯蔵槽水位（SA）） 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異(プラントメーカによる差異） 

K6はドライレッグ方式 

K7はウェットレッグ方式 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 原子炉格納容器本体への冷却材流量を計測する

装置 

(1) 残留熱除去系系統流量 

3.1.2「原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉

冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を含む。）

を計測する装置」の(6)に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 原子炉格納容器本体への冷却材流量を計測する

装置 

(1) 残留熱除去系系統流量 

3.1.2「原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉

冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を含む。）

を計測する装置」の(6)に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 

3.1.2「原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉

冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を含む。）

を計測する装置」の(11)に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 

 3.1.2「原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉

冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量を含む。）

を計測する装置」の(11)に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 復水補給水系流量（格納容器下部注水流量）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，復水補給水系流量

（格納容器下部注水流量）の検出信号は，差圧式流量検

出器からの電流信号を，中央制御室の演算装置を経由し

て指示部にて流量信号へ変換する処理を行った後，復水

補給水系流量（格納容器下部注水流量）を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－55「復

水補給水系流量（格納容器下部注水流量）の概略構成図」

及び図 3－56「検出器の構造図（復水補給水系流量（格

納容器下部注水流量））」参照。） 

 

図 3－55 復水補給水系流量（格納容器下部注水流

量）の概略構成図 

 

図 3－56 検出器の構造図（復水補給水系流量（格納

容器下部注水流量）） 

 

(3) 復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 復水補給水系流量（格納容器下部注水流量）は，重大

事故等対処設備の機能を有しており，復水補給水系流量

（格納容器下部注水流量）の検出信号は，差圧式流量検

出器からの電流信号を，中央制御室の演算装置を経由し

て指示部にて流量信号へ変換する処理を行った後，復水

補給水系流量（格納容器下部注水流量）を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－55「復

水補給水系流量（格納容器下部注水流量）の概略構成図」

及び図 3－56「検出器の構造図（復水補給水系流量（格

納容器下部注水流量））」参照。） 

 

図 3－55 復水補給水系流量（格納容器下部注水流

量）の概略構成図 

 

図 3－56 検出器の構造図（復水補給水系流量（格納

容器下部注水流量）） 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】申請対象設備の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】申請対象設備の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置 

(1) サプレッションチェンバプール水位 

 サプレッションチェンバプール水位は，重大事故等対

処設備の機能を有しており，サプレッションチェンバプ

ール水位の検出信号は，差圧式水位検出器からの電流信

号を，中央制御室の演算装置を経由して指示部にて水位

信号へ変換する処理を行った後，サプレッションチェン

バプール水位を中央制御室に指示し，緊急時対策支援シ

ステム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存に

ついては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（図 3－57「サプレッションチェンバプー

ル水位の概略構成図」及び図 3－58「検出器の構造図（サ

プレッションチェンバプール水位）」参照。） 

 

 

図 3－57 サプレッションチェンバプール水位の概略

構成図 

 

図 3－58 検出器の構造図（サプレッションチェンバ

プール水位） 

3.1.7 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置 

(1) サプレッションチェンバプール水位 

 サプレッションチェンバプール水位は，重大事故等対

処設備の機能を有しており，サプレッションチェンバプ

ール水位の検出信号は，差圧式水位検出器からの電流信

号を，中央制御室の演算装置を経由して指示部にて水位

信号へ変換する処理を行った後，サプレッションチェン

バプール水位を中央制御室に指示し，緊急時対策支援シ

ステム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存に

ついては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び

保存」に示す。（図 3－57「サプレッションチェンバプー

ル水位の概略構成図」及び図 3－58「検出器の構造図（サ

プレッションチェンバプール水位）」参照。） 

 

 

図 3－57 サプレッションチェンバプール水位の概略

構成図 

 

図 3－58 検出器の構造図（サプレッションチェンバ

プール水位） 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカによる差異） 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 格納容器下部水位 

格納容器下部水位は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，格納容器下部水位の検出信号は，電極式水位

検出器からの水位状態（ON-OFF信号）を，中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－59「格

納容器下部水位の概略構成図」及び図 3－60「検出器の

構造図（格納容器下部水位）」参照。） 

 

図 3－59 格納容器下部水位の概略構成図 

 

 

図 3－60 検出器の構造図（格納容器下部水位） 

 

 

 

 

 

(2) 格納容器下部水位 

格納容器下部水位は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，格納容器下部水位の検出信号は，電極式水位

検出器からの水位状態（ON-OFF信号）を，中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－59「格

納容器下部水位の概略構成図」及び図 3－60「検出器の

構造図（格納容器下部水位）」参照。） 

 

図 3－59 格納容器下部水位の概略構成図 

 

 

図 3－60 検出器の構造図（格納容器下部水位） 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】申請対象設備の差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

(1) 原子炉建屋水素濃度 

 原子炉建屋水素濃度は，重大事故等対処設備の機能を

有しており，原子炉建屋水素濃度の検出信号は，熱伝導

式水素検出器からの電気信号を，中央制御室の指示部に

て水素濃度信号へ変換する処理を行った後，原子炉建屋

水素濃度を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システ

ム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－61,62「原子炉建屋水素濃度の概略構成

図」及び図 3－63「検出器の構造図（原子炉建屋水素濃

度）」参照。） 

 直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である

AM用直流 125V蓄電池又は可搬型直流電源設備である電

源車及び AM 用直流 125V充電器から給電が可能である。

電源供給についてⅤ-5「図面」のうち「第 1-4-3 図 直

流全体単線結線図（その 1）」に示す。 

 

 

図 3－61 原子炉建屋水素濃度の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

(1) 原子炉建屋水素濃度 

 原子炉建屋水素濃度は，重大事故等対処設備の機能を

有しており，原子炉建屋水素濃度の検出信号は，熱伝導

式水素検出器からの電気信号を，中央制御室の指示部に

て水素濃度信号へ変換する処理を行った後，原子炉建屋

水素濃度を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システ

ム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存につい

ては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－61,62「原子炉建屋水素濃度の概略構成

図」及び図 3－63「検出器の構造図（原子炉建屋水素濃

度）」参照。） 

 直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である

AM用直流 125V蓄電池又は可搬型直流電源設備である電

源車及び AM用直流 125V充電器から給電が可能である。

電源供給についてⅥ-5「図面」のうち「第 1-4-3 図 直

流全体単線結線図（その 1）」に示す。 

 

 

図 3－61 原子炉建屋水素濃度の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

【島根との差異】 

検出方式の差異（柏崎刈羽は熱伝導式水素検出器を採

用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－62 原子炉建屋水素濃度の概略構成図 

 

 

図 3－63 検出器の構造図（原子炉建屋水素濃度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－62 原子炉建屋水素濃度の概略構成図 

 

 

図 3－63 検出器の構造図（原子炉建屋水素濃度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

(1) 原子炉圧力容器温度 

 原子炉圧力容器温度は，重大事故等対処設備の機能を

有しており，原子炉圧力容器温度の検出信号は，熱電対

からの起電力を，中央制御室の指示部にて温度信号に変

換する処理を行った後，原子炉圧力容器温度を中央制御

室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録

及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装

置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－64

「原子炉圧力容器温度の概略構成図」，図 3－65「検出器

の構造図（原子炉圧力容器温度）」及び図 3－89「検出器

の取付箇所を明示した図面（原子炉建屋地下 1 階）」参

照。） 

 

 

図 3－64 原子炉圧力容器温度の概略構成図 

 

 

図 3－65 検出器の構造図（原子炉圧力容器温度） 

 

 

 

 

 

3.1.9 その他重大事故等対処設備の計測装置 

(1) 原子炉圧力容器温度 

 原子炉圧力容器温度は，重大事故等対処設備の機能を

有しており，原子炉圧力容器温度の検出信号は，熱電対

からの起電力を，中央制御室の指示部にて温度信号に変

換する処理を行った後，原子炉圧力容器温度を中央制御

室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録

及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装

置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－64

「原子炉圧力容器温度の概略構成図」，図 3－65「検出器

の構造図（原子炉圧力容器温度）」及び図 3－90「検出器

の取付箇所を明示した図面（原子炉建屋地下 1 階）」参

照。） 

 

 

図 3－64 原子炉圧力容器温度の概略構成図 

 

 

図 3－65 検出器の構造図（原子炉圧力容器温度） 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異（プラントメーカの違いによる差異） 

 

 

 

 

 



53 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) フィルタ装置水位 

 フィルタ装置水位は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，フィルタ装置水位の検出信号は，差圧式水位

検出器からの電流信号を，中央制御室の演算装置を経由

し，指示部にて水位信号へ変換する処理を行った後，フ

ィルタ装置水位を中央制御室に指示し，緊急時対策支援

システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存

については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及

び保存」に示す。（図 3－66「フィルタ装置水位の概略構

成図」，図 3－67「検出器の構造図（フィルタ装置水位）」

及び図 3－96「検出器の取付箇所を明示した図面（屋外）」

参照。） 

 

 

図 3－66 フィルタ装置水位の概略構成図 

 

 

図 3－67 検出器の構造図（フィルタ装置水位） 

 

 

 

 

(2) フィルタ装置水位 

 フィルタ装置水位は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，フィルタ装置水位の検出信号は，差圧式水位

検出器からの電流信号を，中央制御室の演算装置を経由

し，指示部にて水位信号へ変換する処理を行った後，フ

ィルタ装置水位を中央制御室に指示し，緊急時対策支援

システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存

については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及

び保存」に示す。（図 3－66「フィルタ装置水位の概略構

成図」，図 3－67「検出器の構造図（フィルタ装置水位）」

及び図 3－95「検出器の取付箇所を明示した図面（屋外）」

参照。） 

 

 

図 3－66 フィルタ装置水位の概略構成図 

 

 

図 3－67 検出器の構造図（フィルタ装置水位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 



54 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ装置水位は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，フィルタ装置水位の検出信号は，差圧式水位

検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部にて水位

信号へ変換する処理を行った後，フィルタ装置水位を中

央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置に

て記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 

計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図

3－68「フィルタ装置水位の概略構成図」，図 3－69「検

出器の構造図（フィルタ装置水位）」及び図 3－96「検出

器の取付箇所を明示した図面（屋外）」参照。） 

 

 

図 3－68 フィルタ装置水位の概略構成図 

 

 

図 3－69 検出器の構造図（フィルタ装置水位） 

 

 

 

 

 

フィルタ装置水位は，重大事故等対処設備の機能を有

しており，フィルタ装置水位の検出信号は，差圧式水位

検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部にて水位

信号へ変換する処理を行った後，フィルタ装置水位を中

央制御室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置に

て記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 

計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図

3－68「フィルタ装置水位の概略構成図」，図 3－69「検

出器の構造図（フィルタ装置水位）」及び図 3－95「検出

器の取付箇所を明示した図面（屋外）」参照。） 

 

 

図 3－68 フィルタ装置水位の概略構成図 

 

 

図 3－69 検出器の構造図（フィルタ装置水位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 



55 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) フィルタ装置入口圧力 

 フィルタ装置入口圧力は，重大事故等対処設備の機能

を有しており，フィルタ装置入口圧力の検出信号は，弾

性圧力検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部に

て圧力信号へ変換する処理を行った後，フィルタ装置入

口圧力を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム

伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存について

は，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－70「フィルタ装置入口圧力の概略構成

図」，図 3－71「検出器の構造図（フィルタ装置入口圧

力）」及び図 3－91「検出器の取付箇所を明示した図面

（原子炉建屋地上中 3階）」参照。） 

 

 

図 3－70 フィルタ装置入口圧力の概略構成図 

 

 

図 3－71 検出器の構造図（フィルタ装置入口圧力） 

 

 

 

 

(3) フィルタ装置入口圧力 

 フィルタ装置入口圧力は，重大事故等対処設備の機能

を有しており，フィルタ装置入口圧力の検出信号は，弾

性圧力検出器からの電流信号を，中央制御室の指示部に

て圧力信号へ変換する処理を行った後，フィルタ装置入

口圧力を中央制御室に指示し，緊急時対策支援システム

伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存について

は，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存」

に示す。（図 3－70「フィルタ装置入口圧力の概略構成

図」，図 3－71「検出器の構造図（フィルタ装置入口圧

力）」及び図 3－91「検出器の取付箇所を明示した図面

（原子炉建屋地上 3階）」参照。） 

 

 

図 3－70 フィルタ装置入口圧力の概略構成図 

 

 

図 3－71 検出器の構造図（フィルタ装置入口圧力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 



56 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根との差異】申請対象設備の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) フィルタ装置水素濃度 

 フィルタ装置水素濃度は，重大事故等対処設備の機能

を有しており，フィルタ装置水素濃度の検出信号は，熱

伝導式水素検出器からの電流信号を前置増幅器にて増

幅し，中央制御室の指示部にて水素濃度信号へ変換する

処理を行った後，フィルタ装置水素濃度を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－72「フ

ィルタ装置水素濃度の概略構成図」，図 3－73「検出器の

構造図（フィルタ装置水素濃度）」及び図 3－90「検出器

の取付箇所を明示した図面（原子炉建屋地上 3 階）」参

照。） 

 交流電源が必要な場合，常設代替交流電源設備である

第一ガスタービン発電機又は可搬型交流電源設備であ

る電源車及び AM用 125V充電器から給電が可能である。

電源供給についてⅤ-5「図面」のうち「第 1-4-1 図 交

流全体単線結線図（その 1）」，「第 1-4-2図 交流全体単

線結線図（その 2）」に示す。 

 

図 3－72 フィルタ装置水素濃度の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) フィルタ装置水素濃度 

 フィルタ装置水素濃度は，重大事故等対処設備の機能

を有しており，フィルタ装置水素濃度の検出信号は，熱

伝導式水素検出器からの電流信号を前置増幅器にて増

幅し，中央制御室の指示部にて水素濃度信号へ変換する

処理を行った後，フィルタ装置水素濃度を中央制御室に

指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び

保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の

計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－72「フ

ィルタ装置水素濃度の概略構成図」，図 3－73「検出器の

構造図（フィルタ装置水素濃度）」及び図 3－91「検出器

の取付箇所を明示した図面（原子炉建屋地上 3 階）」参

照。） 

 交流電源が必要な場合，常設代替交流電源設備である

第一ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備

である電源車から給電が可能である。電源供給について

Ⅵ-5「図面」のうち「第 1-4-1 図 交流全体単線結線図

（その 1）」，「第 1-4-2図 交流全体単線結線図（その 2）」

に示す。 

 

図 3－72 フィルタ装置水素濃度の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－73 検出器の構造図（フィルタ装置水素濃度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－73 検出器の構造図（フィルタ装置水素濃度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 フィルタ装置金属フィルタ差圧は，重大事故等対処設

備の機能を有しており，フィルタ装置金属フィルタ差圧

の検出信号は，差圧式圧力検出器からの電流信号を，中

央制御室の指示部にて差圧信号へ変換する処理を行っ

た後，フィルタ装置金属フィルタ差圧を中央制御室に指

示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保

存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計

測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－74「フィ

ルタ装置金属フィルタ差圧の概略構成図」，図 3－75「検

出器の構造図（フィルタ装置金属フィルタ差圧）」及び

図 3－96「検出器の取付箇所を明示した図面（屋外）」参

照。） 

 

図 3－74 フィルタ装置金属フィルタ差圧の概略構成

図 

 

図 3－75 検出器の構造図（フィルタ装置金属フィル

タ差圧） 

 

 

 

 

(5) フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 フィルタ装置金属フィルタ差圧は，重大事故等対処設

備の機能を有しており，フィルタ装置金属フィルタ差圧

の検出信号は，差圧式圧力検出器からの電流信号を，中

央制御室の指示部にて差圧信号へ変換する処理を行っ

た後，フィルタ装置金属フィルタ差圧を中央制御室に指

示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保

存する。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計

測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－74「フィ

ルタ装置金属フィルタ差圧の概略構成図」，図 3－75「検

出器の構造図（フィルタ装置金属フィルタ差圧）」及び

図 3－95「検出器の取付箇所を明示した図面（屋外）」参

照。） 

 

図 3－74 フィルタ装置金属フィルタ差圧の概略構成

図 

 

図 3－75 検出器の構造図（フィルタ装置金属フィル

タ差圧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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設工認申請号機の違いによる差異 
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  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) フィルタ装置スクラバ水 pH 

 フィルタ装置スクラバ水 pH は，重大事故等対処設備

の機能を有しており，pH検出器からの電流信号を，中央

制御室の指示部にて pH 信号に変換する処理を行った

後，フィルタ装置スクラバ水 pHを中央制御室に指示し，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存す

る。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結

果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－76「フィルタ

装置スクラバ水 pHの概略構成図」，図 3－77「検出器の

構造図（フィルタ装置スクラバ水 pH）」及び図 3－96「検

出器の取付箇所を明示した図面（屋外）」参照。） 

 

 
図 3－76 フィルタ装置スクラバ水 pHの概略構成図 

 

 

図 3－77 検出器の構造図（フィルタ装置スクラバ水

pH） 

 

 

 

 

 

(6) フィルタ装置スクラバ水 pH 

 フィルタ装置スクラバ水 pH は，重大事故等対処設備

の機能を有しており，pH検出器からの電流信号を，中央

制御室の指示部にて pH 信号に変換する処理を行った

後，フィルタ装置スクラバ水 pHを中央制御室に指示し，

緊急時対策支援システム伝送装置にて記録及び保存す

る。記録及び保存については，「3.2 計測装置の計測結

果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－76「フィルタ

装置スクラバ水 pHの概略構成図」，図 3－77「検出器の

構造図（フィルタ装置スクラバ水 pH）」及び図 3－95「検

出器の取付箇所を明示した図面（屋外）」参照。） 

 

 

図 3－76 フィルタ装置スクラバ水 pHの概略構成図 

 

 

図 3－77 検出器の構造図（フィルタ装置スクラバ水

pH） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 原子炉補機冷却水系系統流量 

 原子炉補機冷却水系系統流量は，設計基準対象施設及

び重大事故等対処設備の機能を有しており，原子炉補機

冷却水系系統流量の検出信号は，差圧式流量検出器から

の電流信号を，制御盤（ESF 盤＊）内の演算装置を経由

し，中央制御室の指示部にて流量信号へ変換する処理を

行った後，原子炉補機冷却水系系統流量を中央制御室に

指示する。また，緊急時対策支援システム伝送装置にて

記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計

測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3

－78「原子炉補機冷却水系系統流量の概略構成図」，図

3－79「検出器の構造図（原子炉補機冷却水系系統流

量）」，図 3－93「検出器の取付箇所を明示した図面（タ

ービン建屋地下 2 階）」及び図 3－94「検出器の取付箇

所を明示した図面（タービン建屋地下 1階）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－78 原子炉補機冷却水系系統流量の概略構成図 

 

図 3－79 検出器の構造図（原子炉補機冷却水系系統

流量） 

 

(7) 原子炉補機冷却水系系統流量 

 原子炉補機冷却水系系統流量は，設計基準対象施設及

び重大事故等対処設備の機能を有しており，原子炉補機

冷却水系系統流量の検出信号は，差圧式流量検出器から

の電流信号を，制御盤（ESF 盤＊）内の演算装置を経由

し，中央制御室の指示部にて流量信号へ変換する処理を

行った後，原子炉補機冷却水系系統流量を中央制御室に

指示する。また，緊急時対策支援システム伝送装置にて

記録及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計

測装置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3

－78「原子炉補機冷却水系系統流量の概略構成図」，図

3－79「検出器の構造図（原子炉補機冷却水系系統流

量）」，図 3－88「検出器の取付箇所を明示した図面（原

子炉建屋地下 3 階）」及び図 3－93「検出器の取付箇所

を明示した図面（タービン建屋地下 2階）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－78 原子炉補機冷却水系系統流量の概略構成図 

 

図 3－79 検出器の構造図（原子炉補機冷却水系系統

流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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62 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量は，設計基準対

象施設及び重大事故等対処設備の機能を有しており，残

留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の検出信号は，差圧

式流量検出器からの電流信号を，制御盤（ESF盤＊）内の

演算装置を経由し，中央制御室の指示部にて流量信号へ

変換する処理を行った後，残留熱除去系熱交換器入口冷

却水流量を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支

援システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保

存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存」に示す。（図 3－80「残留熱除去系熱交換器入

口冷却水流量の概略構成図」，図 3－81「検出器の構造図

（残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量）」及び図 3－

88「検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉建屋地下

3階）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

 

図 3－80 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の概

略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量は，設計基準対

象施設及び重大事故等対処設備の機能を有しており，残

留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の検出信号は，差圧

式流量検出器からの電流信号を，制御盤（ESF盤＊）内の

演算装置を経由し，中央制御室の指示部にて流量信号へ

変換する処理を行った後，残留熱除去系熱交換器入口冷

却水流量を中央制御室に指示する。また，緊急時対策支

援システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保

存については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録

及び保存」に示す。（図 3－80「残留熱除去系熱交換器入

口冷却水流量の概略構成図」，図 3－81「検出器の構造図

（残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量）」，図 3－88「検

出器の取付箇所を明示した図面（原子炉建屋地下 3階）」

及び図 3－89「検出器の取付箇所を明示した図面（原子

炉建屋地下 2階）」参照。） 

注記＊：工学的安全施設の制御盤（ESF：Engineered 

Safety Features） 

 

図 3－80 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量の概

略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－81 検出器の構造図（残留熱除去系熱交換器入

口冷却水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－81 検出器の構造図（残留熱除去系熱交換器入

口冷却水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 復水移送ポンプ吐出圧力 

 復水移送ポンプ吐出圧力は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，復水移送ポンプ吐出圧力の検出信号

は，弾性圧力検出器からの電流信号を，中央制御室の指

示部にて圧力信号へ変換する処理を行った後，復水移送

ポンプ吐出圧力を中央制御室に指示し，緊急時対策支援

システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存

については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及

び保存」に示す。（図 3－82「復水移送ポンプ吐出圧力の

概略構成図」，図 3－83「検出器の構造図（復水移送ポン

プ吐出圧力）」及び図 3－95「検出器の取付箇所を明示し

た図面（廃棄物処理建屋地下 3階）」参照。） 

 

図 3－82 復水移送ポンプ吐出圧力の概略構成図 

 

 

図 3－83 検出器の構造図（復水移送ポンプ吐出圧

力） 

 

 

(9) 復水移送ポンプ吐出圧力 

 復水移送ポンプ吐出圧力は，重大事故等対処設備の機

能を有しており，復水移送ポンプ吐出圧力の検出信号

は，弾性圧力検出器からの電流信号を，中央制御室の指

示部にて圧力信号へ変換する処理を行った後，復水移送

ポンプ吐出圧力を中央制御室に指示し，緊急時対策支援

システム伝送装置にて記録及び保存する。記録及び保存

については，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及

び保存」に示す。（図 3－82「復水移送ポンプ吐出圧力の

概略構成図」，図 3－83「検出器の構造図（復水移送ポン

プ吐出圧力）」及び図 3－94「検出器の取付箇所を明示し

た図面（廃棄物処理建屋地下 3階）」参照。） 

 
図 3－82 復水移送ポンプ吐出圧力の概略構成図 

 

 

図 3－83 検出器の構造図（復水移送ポンプ吐出圧

力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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【島根との差異】申請対象設備の差異 
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【島根との差異】申請対象設備の差異 
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【島根との差異】申請対象設備の差異 
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(10) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故等

対処設備の機能を有しており，静的触媒式水素再結合器

動作監視装置の検出信号は，熱電対からの起電力を，中

央制御室の指示部にて温度信号に変換する処理を行っ

た後，静的触媒式水素再結合器動作監視装置を中央制御

室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録

及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装

置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－84

「静的触媒式水素再結合器動作監視装置の概略構成

図」，図 3－85「検出器の構造図（静的触媒式水素再結合

器動作監視装置）」及び図 3－92「検出器の取付箇所を明

示した図面（原子炉建屋地上 4階）」参照。） 

 直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である

AM用直流 125V蓄電池又は可搬型直流電源設備である電

源車及び AM 用直流 125V充電器から給電が可能である。

電源供給についてⅤ-5「図面」のうち「第 1-4-3 図 直

流全体単線結線図（その 1）」に示す。 

 

図 3－84 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の概

略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 静的触媒式水素再結合器動作監視装置は，重大事故等

対処設備の機能を有しており，静的触媒式水素再結合器

動作監視装置の検出信号は，熱電対からの起電力を，中

央制御室の指示部にて温度信号に変換する処理を行っ

た後，静的触媒式水素再結合器動作監視装置を中央制御

室に指示し，緊急時対策支援システム伝送装置にて記録

及び保存する。記録及び保存については，「3.2 計測装

置の計測結果の表示，記録及び保存」に示す。（図 3－84

「静的触媒式水素再結合器動作監視装置の概略構成

図」，図 3－85「検出器の構造図（静的触媒式水素再結合

器動作監視装置）」及び図 3－92「検出器の取付箇所を明

示した図面（原子炉建屋地上 4階）」参照。） 

 直流電源が必要な場合，常設代替直流電源設備である

AM用直流 125V蓄電池又は可搬型直流電源設備である電

源車及び AM用直流 125V充電器から給電が可能である。

電源供給についてⅥ-5「図面」のうち「第 1-4-3 図 直

流全体単線結線図（その 1）」に示す。 

 

図 3－84 静的触媒式水素再結合器動作監視装置の概

略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－85 検出器の構造図（静的触媒式水素再結合器

動作監視装置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－85 検出器の構造図（静的触媒式水素再結合器

動作監視装置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（据付状態の詳細を記載） 

 

 

【島根との差異】柏崎刈羽の静的触媒式水素再結合器動

作監視装置に該当 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 可搬型計測器 

 可搬型計測器は，重大事故等対処設備の機能を有して

おり，重大事故等時に計測に必要な計器電源が喪失した

場合には，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策

を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータを計測する設備について，温

度検出器からの起電力又は抵抗値を計測することによ

り，温度を監視するとともに，圧力，水位及び流量検出

器の電気信号を計測した後，その計測結果を換算表を用

いて圧力，水位及び流量に換算し，監視するとともに，

要員が記録用紙に記録し，保存する。記録及び保存につ

いては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。可搬型計測器は，1セット 24個（必要数 23

個（予備 1 個））（7号機に保管）を中央制御室に保管し，

予備 1セット 24個（6,7 号機共用，5号機に保管）を 5

号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）

に保管する。（図 3－86「可搬型計測器の概略構成図」，

図 3－87「検出器の構造図（可搬型計測器）」，図 3－97

「可搬型計測器の保管場所を明示した図面（6,7号機コ

ントロール建屋地上 2 階）」，図 3－98「可搬型計測器

（6,7号機共用）（予備）の保管場所を明示した図面（5

号機原子炉建屋地上 3 階）」，表 3－1「可搬型計測器の

計測対象パラメータ」及び表 4－2「可搬型計測器の計測

範囲」参照。） 

 

 

 

 

 

図 3－86 可搬型計測器の概略構成図 

 

(11) 可搬型計測器 

 可搬型計測器は，重大事故等対処設備の機能を有して

おり，重大事故等時に計測に必要な計器電源が喪失した

場合には，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策

を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータを計測する設備について，温

度検出器からの起電力又は抵抗値を計測することによ

り，温度を監視するとともに，圧力，水位及び流量検出

器の電気信号を計測した後，その計測結果を換算表を用

いて圧力，水位及び流量に換算し，監視するとともに，

要員が記録用紙に記録し，保存する。記録及び保存につ

いては，「3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。可搬型計測器は，1セット 24個（必要数 23

個（予備 1個））（7号機に保管）を中央制御室に保管し，

予備 1セット 24個（7号機設備，6,7号機共用，5 号機

に保管）を 5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・

高気密室）に保管する。（図 3－86「可搬型計測器の概略

構成図」，図 3－87「検出器の構造図（可搬型計測器）」，

図 3－96「可搬型計測器の保管場所を明示した図面（6,7

号機コントロール建屋地上 2階）」，図 3－97「可搬型計

測器（7号機設備，6,7号機共用）（予備）の保管場所を

明示した図面（5 号機原子炉建屋地上 3 階）」，表 3－1

「可搬型計測器の計測対象パラメータ」及び表 4－2「可

搬型計測器の計測範囲」参照。） 

 

 

 

 

 

図 3－86 可搬型計測器の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－87 検出器の構造図（可搬型計測器） 

 

 

表 3－1 可搬型計測器の計測対象パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－87 検出器の構造図（可搬型計測器） 

 

 

表 3－1 可搬型計測器の計測対象パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

差異無し 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－88 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地下 3階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－89 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地下 1階） 

 

 

 

 

 

図 3－88 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地下 3階） 

 

 

図 3－89 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地下 2階） 

 

 

図 3－90 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地下 1階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－90 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地上 3階） 

 

 

図 3－91 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地上中 3階） 

 

 

図 3－92 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地上 4階） 

 

 

 

 

 

図 3－91 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地上 3階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－92 検出器の取付箇所を明示した図面（原子炉

建屋地上 4階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－93 検出器の取付箇所を明示した図面（タービ

ン建屋地下 2階） 

 

 

図 3－94 検出器の取付箇所を明示した図面（タービ

ン建屋地下 1階） 

 

 

図 3－95 検出器の取付箇所を明示した図面（廃棄物

処理建屋地下 3階） 

 

 

 

 

 

図 3－93 検出器の取付箇所を明示した図面（タービ

ン建屋地下 2階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－94 検出器の取付箇所を明示した図面（廃棄物

処理建屋地下 3階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－96 検出器の取付箇所を明示した図面（屋外） 

 

 

図 3－97 可搬型計測器の保管場所を明示した図面

（6,7 号機コントロール建屋地上 2階） 

 

 

図 3－98可搬型計測器（6,7号機共用）（予備）の保管

場所を明示した図面（5号機原子炉建屋地上 3階） 

 

 

 

 

 

 

図 3－95 検出器の取付箇所を明示した図面（屋外） 

 

 

図 3－96 可搬型計測器の保管場所を明示した図面

（6,7号機コントロール建屋地上 2階） 

 

 

図 3－97 可搬型計測器（7号機設備，6,7号機共用）

（予備）の保管場所を明示した図面（5号機原子炉建

屋地上 3階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 



77 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

 「3.1 計測装置の構成」に示したパラメータは中央

制御室に指示又は表示するとともに，緊急時対策支援シ

ステム伝送装置に記録，保存できる設計とする。 

 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び記録場

所を表 3－2「計測装置の計測結果の指示又は表示場所

及び記録場所」に示す。 

 

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び

保存 

 技術基準規則第 34 条第 4 項及びその解釈に関わる計

測結果は中央制御室に，原則，確実に記録計にて継続的

に記録し，記録紙は取り替えて保存できる設計又は外部

記憶媒体へ保存できる設計とする。制御棒の位置，原子

炉圧力容器の水位（原子炉水位（停止域）），原子炉圧力

容器の入口及び出口における圧力及び温度（主蒸気圧

力，給水圧力，主蒸気温度，給水温度）の計測結果は中

央制御室のプロセス計算機から記録を帳票として出力

し保存できる設計とするとともに，原子炉冷却材の不純

物の濃度については，断続的な試料の分析を行い，従事

者が測定結果を記録し保存できる設計とする。 

  記録を保存する計測項目と計測装置等を表 3－3「記

録を保存する計測項目と計測装置等」に示す。 

 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及

び保存 

 重大事故等の対応に必要となるパラメータは，緊急時

対策支援システム伝送装置に電磁的に記録，保存し，電

源喪失により失われないとともに，帳票として出力でき

る設計とする。また，プラント状態の推移を把握するた

めにデータ収集周期は 1分，記録の保存容量は計測結果

を取り出すことで継続的なデータを得ることができる

よう，14日以上保存できる設計とする。 

 

 

3.2 計測装置の計測結果の表示，記録及び保存 

3.2.1 計測結果の指示又は表示 

 「3.1 計測装置の構成」に示したパラメータは中央

制御室に指示又は表示するとともに，緊急時対策支援シ

ステム伝送装置に記録，保存できる設計とする。 

 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び記録場

所を表 3－2「計測装置の計測結果の指示又は表示場所

及び記録場所」に示す。 

 

3.2.2 設計基準対象施設に関する計測結果の記録及び

保存 

 技術基準規則第 34 条第 4 項及びその解釈に関わる計

測結果は中央制御室に，原則，確実に記録計にて継続的

に記録し，記録紙は取り替えて保存できる設計又は外部

記憶媒体へ保存できる設計とする。制御棒の位置，原子

炉圧力容器の水位（原子炉水位（停止域）），原子炉圧力

容器の入口及び出口における圧力及び温度（主蒸気圧

力，給水圧力，主蒸気温度，給水温度）の計測結果は中

央制御室のプロセス計算機から記録を帳票として出力

し保存できる設計とするとともに，原子炉冷却材の不純

物の濃度については，断続的な試料の分析を行い，従事

者が測定結果を記録し保存できる設計とする。 

  記録を保存する計測項目と計測装置等を表 3－3「記

録を保存する計測項目と計測装置等」に示す。 

 

3.2.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記録及

び保存 

 重大事故等の対応に必要となるパラメータは，緊急時

対策支援システム伝送装置に電磁的に記録，保存し，電

源喪失により失われないとともに，帳票として出力でき

る設計とする。また，プラント状態の推移を把握するた

めにデータ収集周期は 1分，記録の保存容量は計測結果

を取り出すことで継続的なデータを得ることができる

よう，14日以上保存できる設計とする。 

 

 

差異無し 
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表 3－2 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び

記録場所(1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－2 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び

記録場所（1/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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表 3－2 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び

記録場所(2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－2 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び

記録場所（2/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

  ：前回提出時からの変更箇所 本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

島根原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－2 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び

記録場所(3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－2 計測装置の計測結果の指示又は表示場所及び

記録場所（3/3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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表 3－3 記録を保存する計測項目と計測装置等 

 

 技術基準規則第 34 条第 4 項及びその解釈に係るその

他の計測項目については，Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測

装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動

作範囲に関する説明書」の「3.6 放射線管理用計測装

置の計測結果の表示，記録及び保存」及びⅤ-1-3-1「使

用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置

の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範

囲に関する説明書」の「3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度

及び水位を監視する装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3－3 記録を保存する計測項目と計測装置等 

 

 技術基準規則第 34 条第 4 項及びその解釈に係るその

他の計測項目については，Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計測

装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動

作範囲に関する説明書」の「3.6 放射線管理用計測装

置の計測結果の表示，記録及び保存」及びⅥ-1-3-1「使

用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置

の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範

囲に関する説明書」の「3.2 使用済燃料貯蔵槽の温度

及び水位を監視する装置の計測結果の表示，記録及び保

存」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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3.3 安全保護装置 

 安全保護装置の機能を実現する計測制御設備は，4区

分構成の検出器，多重伝送装置，安全保護系盤等で構成

し，このうち，安全保護系盤には，マイクロプロセッサ

を用いたディジタル制御装置を適用した設計とする。安

全保護系盤は，プロセス信号（検出器からの信号）を処

理，監視するとともに，設定値との比較を行い，原子炉

非常停止信号及び工学的安全施設作動に係る信号を発

信する設備である。（図 3－99「安全保護系盤構成図（例：

原子炉非常停止信号）」参照。） 

また，安全保護装置とそれ以外の設備との間で用いる

信号はディジタル信号（接点信号を含む）であり，外部

ネットワークを介した不正アクセス等による被害を受

けることはない。 

 安全保護装置を構成するチャンネルは，それぞれ互い

に分離し，それぞれのチャンネル間において安全保護機

能を失わないよう独立性を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

図3－99 安全保護系盤構成図（例：原子炉非常停止信

号） 

3.3.1 不正アクセス行為等の被害の防止 

 安全保護装置は，外部ネットワークと物理的分離及び

機能的分離，外部ネットワークからの遠隔操作防止及び

3.3 安全保護装置 

 安全保護装置の機能を実現する計測制御設備は，4区

分構成の検出器，多重伝送装置，安全保護系盤等で構成

し，このうち，安全保護系盤には，マイクロプロセッサ

を用いたディジタル制御装置を適用した設計とする。安

全保護系盤は，プロセス信号（検出器からの信号）を処

理，監視するとともに，設定値との比較を行い，原子炉

非常停止信号及び工学的安全施設作動に係る信号を発

信する設備である。（図 3－98「安全保護系盤構成図（例：

原子炉非常停止信号）」参照。） 

また，安全保護装置とそれ以外の設備との間で用いる

信号はディジタル信号（接点信号を含む）であり，外部

ネットワークを介した不正アクセス等による被害を受

けることはない。 

 安全保護装置を構成するチャンネルは，それぞれ互い

に分離し，それぞれのチャンネル間において安全保護機

能を失わないよう独立性を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

図3－98 安全保護系盤構成図（例：原子炉非常停止信

号） 

3.3.1 不正アクセス行為等の被害の防止 

 安全保護装置は，外部ネットワークと物理的分離及び

機能的分離，外部ネットワークからの遠隔操作防止及び

 

【島根との差異】設備構成の差異（柏崎刈羽の安全保護

装置はディジタルのみである） 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

差異無し 
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ウイルス等の侵入防止，物理的及び電気的アクセスの制

限を設けることにより，システムの据付，更新，試験，

保守等で，承認されていない者の操作及びウイルス等の

侵入を防止すること等の措置を講じることで，不正アク

セス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動

作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせる行為に

よる被害を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部ネットワークと物理的な分離 

 安全保護装置は，盤に対する施錠及び保守ツール接続

部に対する施錠によりハードウェアを直接接続させな

いことで物理的に分離する設計とする。 

 安全保護装置は，盤に対する施錠及び保守ツール接続

部に対する施錠によりハードウェアを直接接続させな

い措置を実施することを保安規定に定める。 

 

(2) 外部ネットワークと機能的な分離 

 安全保護系の信号は，安全保護系盤→プロセス計算機

→防護装置→緊急時対策支援システム伝送装置→防護

装置を介して伝送しており，この信号の流れにおいて，

安全保護系からは発信されるのみであり，外部への信号

の流れを送信のみに制限することにより外部ネットワ

ークと機能的に分離する設計とする。（「図 3－100 外

部ネットワークと物理的又は機能的な分離概略図」参

照。） 

(3) コンピュータウイルスが動作しない環境 

ウイルス等の侵入防止，物理的及び電気的アクセスの制

限を設けることにより，システムの据付，更新，試験，

保守等で，承認されていない者の操作及びウイルス等の

侵入を防止すること等の措置を講じることで，不正アク

セス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動

作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせる行為に

よる被害を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部ネットワークと物理的な分離 

 安全保護装置は，盤に対する施錠及び保守ツール接続

部に対する施錠によりハードウェアを直接接続させな

いことで物理的に分離する設計とする。 

 安全保護装置は，盤に対する施錠及び保守ツール接続

部に対する施錠によりハードウェアを直接接続させな

い措置を実施することを保安規定に定める。 

 

(2) 外部ネットワークと機能的な分離 

 安全保護系の信号は，安全保護系盤→プロセス計算機

→防護装置→緊急時対策支援システム伝送装置→防護

装置を介して伝送しており，この信号の流れにおいて，

安全保護系からは発信されるのみであり，外部への信号

の流れを送信のみに制限することにより外部ネットワ

ークと機能的に分離する設計とする。（「図 3－99 外部

ネットワークと物理的又は機能的な分離概略図」参照。） 

 

(3) コンピュータウイルスが動作しない環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

差異無し 
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安全保護装置は，計算機固有のプログラム及び言語を

使用し一般的なコンピュータウイルスが動作しない環

境となる設計とする。 

 

 

(4) 物理的及び電気的アクセスの制限 

 人的侵入や不正行為が発生しないように，発電所への

入域の出入管理，盤の施錠等による物理的アクセスを制

限する設計とするとともに，安全保護系制御装置の保守

ツールを施錠管理された場所に保管するとともに，保守

ツールのパスワード管理により電気的アクセスを制限

する設計とする。 

 

(5) システムの導入段階，更新段階又は試験段階で承

認されていない動作や変更を防ぐ対策 

安全保護装置は，｢安全保護系へのディジタル計算機

の適用に関する規程（ＪＥＡＣ４６２０-2008）｣及び「デ

ィジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指

針（ＪＥＡＧ４６０９-2008）」に準じて，設計，製作，

試験及び変更管理の各段階で検証及び妥当性確認（コン

ピュータウイルスの混入防止含む。）がなされたソフト

ウェアを使用する設計とする。（図 3－101「ディジタル

安全保護系のソフトウェアに対する検証及び妥当性確

認の流れ」，表 3－4「各検証項目における検証内容」参

照。） 

 

(6) 有線又は無線による外部ネットワークからの遠隔

操作の防止及びウイルス等の侵入防止 

外部ネットワークと物理的な分離及び機能的な分離，

コンピュータウイルスが動作しない環境，物理的及び電

気的アクセスの制限，システムの導入段階，更新段階ま

たは試験段階で承認されていない変更を防ぐ対策を行

うことにより有線又は無線による外部ネットワークか

らの遠隔操作及びウイルス等の侵入を防止できる設計

とする。 

 

安全保護装置は，計算機固有のプログラム及び言語を

使用し一般的なコンピュータウイルスが動作しない環

境となる設計とする。 

 

 

(4) 物理的及び電気的アクセスの制限 

 人的侵入や不正行為が発生しないように，発電所への

入域の出入管理，盤の施錠等による物理的アクセスを制

限する設計とするとともに，安全保護系制御装置の保守

ツールを施錠管理された場所に保管するとともに，保守

ツールのパスワード管理により電気的アクセスを制限

する設計とする。 

 

(5) システムの導入段階，更新段階又は試験段階で承

認されていない動作や変更を防ぐ対策 

 安全保護装置は，｢安全保護系へのディジタル計算機

の適用に関する規程（ＪＥＡＣ４６２０-2008）｣及び「デ

ィジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指

針（ＪＥＡＧ４６０９-2008）」に準じて，設計，製作，

試験及び変更管理の各段階で検証及び妥当性確認（コン

ピュータウイルスの混入防止含む。）がなされたソフト

ウェアを使用する設計とする。（図 3－100「ディジタル

安全保護系のソフトウェアに対する検証及び妥当性確

認の流れ」，表 3－4「各検証項目における検証内容」参

照。） 

 

(6) 有線又は無線による外部ネットワークからの遠隔

操作の防止及びウイルス等の侵入防止 

外部ネットワークと物理的な分離及び機能的な分離，

コンピュータウイルスが動作しない環境，物理的及び電

気的アクセスの制限，システムの導入段階，更新段階ま

たは試験段階で承認されていない変更を防ぐ対策を行

うことにより有線又は無線による外部ネットワークか

らの遠隔操作及びウイルス等の侵入を防止できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

差異無し 
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図 3－100 外部ネットワークと物理的又は機能的な分

離概略図 

 

 

 

 

 

図 3－101 ディジタル安全保護系のソフトウェアに対

する検証及び妥当性確認の流れ 

 

表 3－4 各検証項目における検証内容 

 

 

図 3－99 外部ネットワークと物理的又は機能的な分

離概略図 

 

 

 

 

 

図 3－100 ディジタル安全保護系のソフトウェアに対

する検証及び妥当性確認の流れ 

 

表 3－4 各検証項目における検証内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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4. 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

計測装置の計測範囲の設定に対する考え方について

は，共通する基本的な考えについて以下に示し，表 4－

1「計測装置の計測範囲」にて当該パラメータの用途に

応じた考え方を個別に示す。また，重大事故等が発生し，

計測に必要な計器電源が喪失した場合に使用する可搬

型計測器の測定範囲を表 4－2「可搬型計測器の計測範

囲」に示す。 

重大事故等対処設備については，重大事故等により変

動する可能性のある範囲にわたり計測（パラメータの推

定を含む）する設計としていること及び技術基準規則の

要求に該当しないことから警報装置を設けない設計と

する。 

 

【計測範囲の設定に係る基本的な考え方】 

計測装置の計測範囲は，計測を期待されるプラント条

件において，警報設定値を包絡し，制御及び保護に必要

となるプロセス量を考慮して，総合的な判断をもって設

定することを基本とする。 

制御及び保護に必要となるプロセス量の考慮とは，定

格流量や定格出力を包絡する設定とすることや，最高使

用圧力及び最高使用温度を包絡する設定とすることな

どが挙げられる。 

また，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把

握するためのパラメータの計測装置の計測範囲は，設計

基準事故時に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適

切に対応するための計測範囲を有する設計とする。 

このように，いろいろな要素を総合的に勘案して計測

範囲を設定することから，各パラメータにおいては，ひ

とつの計測対象の監視範囲として狭域及び広域を設定

するような場合や，プラント状態が一時的に計測範囲を

超えるような設定とする場合など，当該パラメータの用

途に応じ適切に設定する。 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータの計測が困難とな

4. 計測装置の計測範囲及び警報動作範囲 

計測装置の計測範囲の設定に対する考え方について

は，共通する基本的な考えについて以下に示し，表 4－

1「計測装置の計測範囲」にて当該パラメータの用途に

応じた考え方を個別に示す。また，重大事故等が発生し，

計測に必要な計器電源が喪失した場合に使用する可搬

型計測器の測定範囲を表 4－2「可搬型計測器の計測範

囲」に示す。 

重大事故等対処設備については，重大事故等により変

動する可能性のある範囲にわたり計測（パラメータの推

定を含む）する設計としていること及び技術基準規則の

要求に該当しないことから警報装置を設けない設計と

する。 

 

【計測範囲の設定に係る基本的な考え方】 

計測装置の計測範囲は，計測を期待されるプラント条

件において，警報設定値を包絡し，制御及び保護に必要

となるプロセス量を考慮して，総合的な判断をもって設

定することを基本とする。 

制御及び保護に必要となるプロセス量の考慮とは，定

格流量や定格出力を包絡する設定とすることや，最高使

用圧力及び最高使用温度を包絡する設定とすることな

どが挙げられる。 

また，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把

握するためのパラメータの計測装置の計測範囲は，設計

基準事故時に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適

切に対応するための計測範囲を有する設計とする。 

このように，いろいろな要素を総合的に勘案して計測

範囲を設定することから，各パラメータにおいては，ひ

とつの計測対象の監視範囲として狭域及び広域を設定

するような場合や，プラント状態が一時的に計測範囲を

超えるような設定とする場合など，当該パラメータの用

途に応じ適切に設定する。 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータの計測が困難とな

差異無し 
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った場合又は計測範囲を超えた場合の対応におけるパ

ラメータの推定手段及び推定方法については，Ⅴ-1-1-

7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」の「3.3 計測制

御系統施設」に示す。 

重大事故等時に設計基準を超える状態における発電

用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計測可

能温度等）を明確化するとともに，パラメータの計測が

困難となった場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータによる推定の対応手段等，複数のパラメータの

中から確からしさを考慮した優先順位を保安規定に明

確にし，確実に運用及び遵守できるよう手順として定め

て管理する。 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（1/10） 

 

 

 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（2/10） 

 

 

 

 

 

 

 

った場合又は計測範囲を超えた場合の対応におけるパ

ラメータの推定手段及び推定方法については，Ⅵ-1-1-

7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」の「3.3 計測制

御系統施設」に示す。 

重大事故等時に設計基準を超える状態における発電

用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計測可

能温度等）を明確化するとともに，パラメータの計測が

困難となった場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータによる推定の対応手段等，複数のパラメータの

中から確からしさを考慮した優先順位を保安規定に明

確にし，確実に運用及び遵守できるよう手順として定め

て管理する。 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（1/11） 

 

 

 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（2/11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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表 4－1 計測装置の計測範囲（3/10） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（4/10） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（5/10） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（6/10） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（7/10） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（3/11） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（4/11） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（5/11） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（6/11） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（7/11） 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

復水補給水流量（RHR A系代替注水流量）（計測範囲） 

K7：0～150m3/h 

K6：0～200m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

格納容器内酸素濃度（計測範囲） 

K7：0～10vol%/0～30vol% 

K6：0～30vol% 

格納容器内水素濃度（計測範囲） 

K7：0～20vol%/0～100vol% 

K6：0～30vol% 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

復水貯水槽水位（SA）（計測範囲） 

K7：0～17m 

K6：0～16m 

復水補給水系流量（格納容器下部注水流量）（計測範囲） 

K7：0～100m3/h 

K6：0～150m3/h 
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表 4－1 計測装置の計測範囲（8/10） 

 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（9/10） 

 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（10/10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（8/11） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（9/11） 

 

 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（10/11） 

 

表 4－1 計測装置の計測範囲（11/11） 

 

 

 

記載の適正化 

K7サプレッションチェンバプール水位 

誤：炉心損傷後 0～5.77m 

正：炉心損傷後 0～5.82m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

原子炉補機冷却水系系統流量（計測範囲） 

K7：0～3000m3/h（区分Ⅰ,Ⅱ） 

  0～2000m3/h（区分Ⅲ） 

K6：0～4000m3/h（区分Ⅰ,Ⅱ） 

  0～3000m3/h（区分Ⅲ） 

 

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量（計測範囲） 

K7：0～1500m3/h 

K6：0～2000m3/h 
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表 4－2 可搬型計測器の計測範囲（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4－2 可搬型計測器の計測範囲（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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表 4－2 可搬型計測器の計測範囲（2/2） 

 

 

表 4－2 可搬型計測器の計測範囲（2/2） 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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本資料のうち枠囲みの内容は，機密事項に属しますので公開できません。 

女川原子力発電所第 2号機 柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，Ⅴ-1-5-1「計測装置の構成に関する説明書

並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に

て，格納容器内水素濃度（SA）の計測装置の構成，計測

範囲を示している。 

本資料は，Ⅴ-1-5-1「計測装置の構成に関する説明書

並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」の格

納容器内水素濃度（SA）の機能・構造と耐環境性等につ

いて説明するものである。 

 

1. 概要 

本資料は，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関する説明書

並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に

て，格納容器内水素濃度（SA）の計測装置の構成，計測

範囲を示している。 

本資料は，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関する説明書

並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」の格

納容器内水素濃度（SA）の機能・構造と耐環境性等につ

いて説明するものである。 

 

設工認申請号機の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 格納容器内酸素濃度及び水素濃度の監視 

2.1 格納容器水素・酸素濃度計測装置について 

 

格納容器水素・酸素濃度計測装置は，著しい炉心の損

傷が発生した場合に，原子炉格納容器内に発生する水素

及び酸素を監視する目的で，水素及び酸素濃度が変動す

る可能性のある範囲で測定できる設計とする。 

 

 

 

原子炉格納容器内の酸素濃度は，解析上は事象発生か

ら約168時間後まで酸素濃度が可燃限界である5vol％を

超えることは無く，原子炉格納容器内での水素燃焼は生

じない。しかしながら，徐々にではあるが，酸素濃度は

上昇し続けることから，代替原子炉補機冷却系が使用可

能となった時点で速やかに格納容器内雰囲気計装によ

り酸素濃度を測定できる設計としている。（水素濃度に

ついては格納容器内水素濃度（SA）により事故初期から

継続して監視が可能） 

 

 

代替原子炉補機冷却系が復旧されない場合，炉心から

発生する崩壊熱が原子炉格納容器内に蓄積され，それに

伴い発生する蒸気の過圧によって格納容器内圧力は上
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ら約168時間後まで酸素濃度が可燃限界である5vol％を

超えることは無く，原子炉格納容器内での水素燃焼は生

じない。しかしながら，徐々にではあるが，酸素濃度は

上昇し続けることから，代替原子炉補機冷却系が使用可

能となった時点で速やかに格納容器内雰囲気計装によ

り酸素濃度を測定できる設計としている。（水素濃度に

ついては格納容器内水素濃度（SA）により事故初期から

継続して監視が可能） 

 

 

代替原子炉補機冷却系が復旧されない場合，炉心から

発生する崩壊熱が原子炉格納容器内に蓄積され，それに

伴い発生する蒸気の過圧によって格納容器内圧力は上

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との差異】 

有効性評価の違いによる差異 
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昇し，原子炉格納容器の限界圧力（620kPa(gage)）に到

達するまでに格納容器ベントを実施することとなる。

（有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）」では約38時間後に格納容器ベン

トを実施）格納容器ベントを実施する約38時間までは，

水の放射線分解によって発生する酸素ガスの濃度は緩

やかに上昇することから，原子炉格納容器内の酸素濃度

が可燃限界（5vol％）に到達するおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このために，格納容器内水素・酸素濃度計測装置は，

可燃限界に到達するまでに準備対応ができ，炉心損傷時

の環境条件に対応できるものであることが求められ，中

央制御室にて原子炉格納容器内水素濃度及び酸素濃度

の傾向（トレンド）を監視できることが重要となる。柏

崎刈羽原子力発電所 7号機では，重大事故等時の原子炉

格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を格納容器内水素

濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃

度によって監視することとしている。 

 

格納容器内水素濃度（SA）については代替電源設備か

らの給電により事故初期から原子炉格納容器内の水素

濃度の監視が可能である。また，格納容器内水素濃度及

び格納容器内酸素濃度においては代替原子炉補機冷却

系が使用可能となった時点で使用可能となるが，有効性

評価シナリオ「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）」においては代替原子炉補機冷却

系が使用可能となる時点では原子炉格納容器内の酸素

濃度は 5vol％に到達しない。 

昇し，原子炉格納容器の限界圧力（620kPa(gage)）に到

達するまでに格納容器ベントを実施することとなる。

（有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）」では約38時間後に格納容器ベン

トを実施）格納容器ベントを実施する約38時間までは，

水の放射線分解によって発生する酸素ガスの濃度は緩

やかに上昇することから，原子炉格納容器内の酸素濃度

が可燃限界（5vol％）に到達するおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このために，格納容器内水素・酸素濃度計測装置は，

可燃限界に到達するまでに準備対応ができ，炉心損傷時

の環境条件に対応できるものであることが求められ，中

央制御室にて原子炉格納容器内水素濃度及び酸素濃度

の傾向（トレンド）を監視できることが重要となる。柏

崎刈羽原子力発電所 6号機では，重大事故等時の原子炉

格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を格納容器内水素

濃度（SA），格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃

度によって監視することとしている。 

 

格納容器内水素濃度（SA）については代替電源設備か

らの給電により事故初期から原子炉格納容器内の水素

濃度の監視が可能である。また，格納容器内水素濃度及

び格納容器内酸素濃度においては代替原子炉補機冷却

系が使用可能となった時点で使用可能となるが，有効性

評価シナリオ「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）」においては代替原子炉補機冷却

系が使用可能となる時点では原子炉格納容器内の酸素

濃度は 5vol％に到達しない。 

【女川との差異】 

有効性評価の違いによる差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請号機の違いによる差異 
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3. 格納容器内水素濃度（SA）について 

 

3.1 格納容器内水素濃度（SA）の概要 

 

3.1.1 測定原理 

原子炉格納容器内の水素濃度を測定するために用い

る格納容器内水素濃度（SA）は，水素吸蔵材料式のもの

を用いる。 

 

水素吸蔵材料式の水素検出器は，水素吸蔵材としてパ

ラジウムを用いており，パラジウムが水素を吸蔵すると

電気抵抗が増加する性質を利用している。 

水素吸蔵材料式の測定原理は，図 3－1「格納容器内水

素濃度（SA）の測定原理」のとおりである。パラジウム

に水素分子が吸着すると水素分子は水素原子へと分離

する。分離した水素原子はパラジウムの内部へと侵入

し，パラジウムの格子の歪みと水素原子のポテンシャル

の影響により，パラジウムの中で自由電子が散乱するこ

とにより，パラジウムの電気抵抗が増加する。 

 

 

図 3－1 格納容器内水素濃度（SA）の測定原理 

 

 

水素吸蔵材料式の水素検出器の検出回路を図3－2「水

素濃度計検出回路の概要図」に示す。水素検出器に内蔵

しているパラジウムに水素を含む原子炉格納容器内ガ

スが接触すると，水素吸蔵によりパラジウムの電気抵抗

が大きくなる。この時のパラジウムの電気抵抗の変化を

直流電流計及び直流電圧計で構成される抵抗測定器に

3. 格納容器内水素濃度（SA）について 

 

3.1 格納容器内水素濃度（SA）の概要 

 

3.1.1 測定原理 

 原子炉格納容器内の水素濃度を測定するために用い

る格納容器内水素濃度（SA）は，水素吸蔵材料式のもの

を用いる。 

 

 水素吸蔵材料式の水素検出器は，水素吸蔵材としてパ

ラジウムを用いており，パラジウムが水素を吸蔵すると

電気抵抗が増加する性質を利用している。 

 水素吸蔵材料式の測定原理は，図 3－1「格納容器内水

素濃度（SA）の測定原理」のとおりである。パラジウム

に水素分子が吸着すると水素分子は水素原子へと分離

する。分離した水素原子はパラジウムの内部へと侵入

し，パラジウムの格子の歪みと水素原子のポテンシャル

の影響により，パラジウムの中で自由電子が散乱するこ

とにより，パラジウムの電気抵抗が増加する。 

 

 
図 3－1 格納容器内水素濃度（SA）の測定原理 

 

 

 水素吸蔵材料式の水素検出器の検出回路を図3－2「水

素濃度計検出回路の概要図」に示す。水素検出器に内蔵

しているパラジウムに水素を含む原子炉格納容器内ガ

スが接触すると，水素吸蔵によりパラジウムの電気抵抗

が大きくなる。この時のパラジウムの電気抵抗の変化を

直流電流計及び直流電圧計で構成される抵抗測定器に

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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て測定し，水素濃度に換算する。 

なお，格納容器内水素濃度（SA）の計測範囲 0～

100vol％において，計器仕様は最大±2.0vol％の誤差を

生じる可能性があるが，この誤差があることを理解した

上で，原子炉格納容器内の水素濃度の推移，傾向（トレ

ンド）を監視していくことができる。 

 
図 3－2 水素濃度計検出回路の概要図 

 

ここで，パラジウムの抵抗値は温度によっても変化す

るため，温度を測定し補正する必要がある。水素検出器

の検出素子部の概要図を図 3－3「検出素子部の概要図」

に示す。 

検出素子部はパラジウム線と白金線を交互にボビン

に巻いた形となっており，パラジウムの温度は白金の抵

抗変化により測定している。 

 

 
図 3－3 検出素子部の概要図 
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の検出素子部の概要図を図 3－3「検出素子部の概要図」

に示す。 

検出素子部はパラジウム線と白金線を交互にボビン

に巻いた形となっており，パラジウムの温度は白金の抵

抗変化により測定している。 

 

 

図 3－3 検出素子部の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（材質の明確化） 
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水素検出器の信号は，中央制御室に設置される制御盤

に収納されているパラジウム線及び白金線の抵抗値を

測定する抵抗測定器に出力される。抵抗測定器の出力は

演算装置に入力され，パラジウム線の抵抗変化量と白金

線で計測された温度から水素分圧を計算し，さらにドラ

イウェル及びサプレッションチェンバの圧力値を用い

て圧力補正を行い，水素濃度を算出する。 

以下に水素濃度演算手順を示す。 

a. 白金線の抵抗値を抵抗測定器で計測し，その抵抗値

から検出素子部の温度を算出する。（図3－4参照） 

b. 検出素子部の温度より，水素濃度0vol％におけるパ

ラジウム抵抗値を計算する。（図3－5参照） 

c. 抵抗測定器で計測された水素を吸蔵した時のパラ

ジウム線の抵抗値と水素濃度0vol％におけるパラジウ

ム抵抗値の差分より，パラジウム抵抗値増加量を算出す

る。 

d. パラジウムの抵抗値増加量と温度(t℃)におけるパ

ラジウムの抵抗値(Rt)よりパラジウムの抵抗変化率を

算出し，図3－6に示す水素分圧と抵抗変化率の試験デー

タのグラフから，パラジウムの抵抗変化率に対応する水

素分圧を求める＊1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 水素濃度（体積濃度）は水素分圧を全圧で除する必

要があることから＊2，検出器設置場所（ドライウェル又

はサプレッションチェンバ）の圧力値を用い，水素濃度

を算出する。 

注記＊1：金属に吸収されるガス量は雰囲気ガス分圧の

平方根に比例する（ジーベルツの法則）ことから，水素

水素検出器の信号は，中央制御室に設置される制御盤

に収納されているパラジウム線及び白金線の抵抗値を

測定する抵抗測定器に出力される。抵抗測定器の出力は

演算装置に入力され，パラジウム線の抵抗変化量と白金

線で計測された温度から水素分圧を計算し，さらにドラ
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て圧力補正を行い，水素濃度を算出する。 

以下に水素濃度演算手順を示す。 

a. 白金線の抵抗値を抵抗測定器で計測し，その抵抗値

から検出素子部の温度を算出する。（図 3－4参照） 

b. 検出素子部の温度より，水素濃度 0vol％における

パラジウム抵抗値を計算する。（図 3－5参照） 

c. 抵抗測定器で計測された水素を吸蔵した時のパラ

ジウム線の抵抗値と水素濃度 0vol％におけるパラジウ

ム抵抗値の差分より，パラジウム抵抗値増加量を算出す
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d. パラジウムの抵抗値増加量と温度(t℃)におけるパ

ラジウムの抵抗値(Rt)よりパラジウムの抵抗変化率を

算出し，図 3－6 に示す水素分圧と抵抗変化率の試験デ

ータのグラフから，パラジウムの抵抗変化率に対応する

水素分圧を求める＊1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 水素濃度（体積濃度）は水素分圧を全圧で除する必

要があることから＊2，検出器設置場所（ドライウェル又

はサプレッションチェンバ）の圧力値を用い，水素濃度

を算出する。 

注記＊1：金属に吸収されるガス量は雰囲気ガス分圧の

平方根に比例する（ジーベルツの法則）ことから，水素

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との差異】 

柏崎刈羽は図 3－6を用いて簡易的な算出を例として記

載している。 
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密度は水素分圧の平方根に比例する。さらに金属中の水

素密度と電気抵抗の変化率も比例係数が実験で確認さ

れていることから，パラジウム抵抗値増加量及び温度か

ら水素分圧を求められる。なお，本実験では水素濃度を

0～100vol%まで変化させた時の電気抵抗の変化率が直

線性を有していることを確認している。(図3－6参照) 

＊2：混合気体の圧力（全圧）は各成分の分圧の和に等

しい（ドルトンの分圧の法則）ことから，水素分圧を全

圧で除算することにより水素濃度を算出できる。 

 

 

[水素濃度計算例] 

（白金の抵抗測定値：191.8Ω，パラジウムの抵抗測定

値：187.7Ωを仮定した場合） 

a. 白金線の抵抗値（191.8Ω）から検出素子部の温度

（260℃）を算出。（図 3－4参照） 

b. 検出素子部の温度（260℃）より，水素濃度 0vol％

におけるパラジウム抵抗値（186.4Ω）を算出。（図 3－

5参照） 

c. 抵抗測定器で計測された水素を吸蔵した時のパラ

ジウム線の抵抗値（187.7Ω）と水素濃度 0vol％におけ

るパラジウム抵抗値（186.4Ω）の差分より，パラジウ

ム抵抗値増加量（1.3Ω）を算出する。 

d. パラジウム抵抗値増加量（1.3Ω）と0℃におけるパ

ラジウムの抵抗値（96.8Ω）からパラジウムの抵抗変化

率（ %）を算出し，図3－6のグラフから260℃，パラ

ジウムの抵抗変化率が %の時の水素分圧（10kPa）

をグラフから読み取る。（図3－6参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

密度は水素分圧の平方根に比例する。さらに金属中の水

素密度と電気抵抗の変化率も比例係数が実験で確認さ

れていることから，パラジウム抵抗値増加量及び温度か

ら水素分圧を求められる。なお，本実験では水素濃度を

0～100vol%まで変化させた時の電気抵抗の変化率が直

線性を有していることを確認している。(図 3－6参照) 

＊2：混合気体の圧力（全圧）は各成分の分圧の和に等

しい（ドルトンの分圧の法則）ことから，水素分圧を全

圧で除算することにより水素濃度を算出できる。 

 

 

[水素濃度計算例] 

（白金の抵抗測定値：191.8Ω，パラジウムの抵抗測定

値：187.7Ωを仮定した場合） 

a. 白金線の抵抗値（191.8Ω）から検出素子部の温度

（260℃）を算出。（図 3－4参照） 

b. 検出素子部の温度（260℃）より，水素濃度 0vol％

におけるパラジウム抵抗値（186.4Ω）を算出。（図 3－

5参照） 

c. 抵抗測定器で計測された水素を吸蔵した時のパラ

ジウム線の抵抗値（187.7Ω）と水素濃度 0vol％におけ

るパラジウム抵抗値（186.4Ω）の差分より，パラジウ

ム抵抗値増加量（1.3Ω）を算出する。 

d. パラジウム抵抗値増加量（1.3Ω）と測定温度

（260℃）におけるパラジウムの抵抗値（186.4Ω）から

パラジウムの抵抗変化率（ %）を算出し，図 3－6の

グラフから 260℃，パラジウムの抵抗変化率が %の

時の水素分圧（3.0kPa）をグラフから読み取る。（図 3－

6参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との差異】 

柏崎刈羽は図 3－6を用いて簡易的な算出を例として記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（本来測定温度におけるパラジウムの抵抗値を確認す

るところ K7 では 0℃における抵抗値から抵抗変化率を

算出する内容になっていたため適正化する） 
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e. 水素分圧（10kPa）を全圧（大気圧：101kPa）で除し

水素濃度（約 10vol%）を算出する。 

 

 

図3－4 白金抵抗特性グラフ 

（水素濃度：0vol%時） 

 

図3－5 パラジウム抵抗特性グラフ 

（水素濃度：0vol%時） 

 

図 3－6 水素分圧と抵抗変化率の相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 水素分圧（3.0kPa）を全圧（大気圧：101kPa）で除

し水素濃度（約 3.0vol%）を算出する。 

 

 

図 3－4 白金抵抗特性グラフ 

（水素濃度：0vol%時） 

 

図 3－5 パラジウム抵抗特性グラフ 

（水素濃度：0vol%時） 

 

図 3－6 水素分圧と抵抗変化率の相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（抵抗変化率見直しに伴う適正化） 
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3.1.2 計器精度 

格納容器内水素濃度（SA）の概略構成図を図 3－7「格

納容器内水素濃度（SA）の概略構成図」に示す。 

 

 

図 3－7 格納容器内水素濃度（SA）の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（SA）のループ精度は，水素検出

器～指示までが±2.0%F.S.として管理している。但し，

上記の精度には，格納容器内圧力（D/W）又は格納容器

内圧力（S/C）の誤差は含まれておらず，実際の水素濃

度を測定した誤差は以下に示す誤差伝播の式により求

められる。 

3.1.2 計器精度 

 格納容器内水素濃度（SA）の概略構成図を図 3－7「格

納容器内水素濃度（SA）の概略構成図」に示す。 

 

 

図 3－7 格納容器内水素濃度（SA）の概略構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度（SA）のループ精度は，水素検出

器～指示までが±2.0%F.S.として管理している。但し，

上記の精度には，格納容器内圧力（D/W）又は格納容器

内圧力（S/C）の誤差は含まれておらず，実際の水素濃

度を測定した誤差は以下に示す誤差伝播の式により求

められる。 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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(b)に示すとおり，水素濃度を測定した誤差は，水素

分圧（水素濃度）と全圧（格納容器内圧力（D/W）又は格

納容器内圧力（S/C））の値により異なり，原子炉格納容

器の圧力は高い方が誤差は小さくなり，水素分圧は低い

方が誤差は小さくなる。 

水素検出器～指示までの誤差を±2.0%F.S.として，圧

力計の誤差も考慮した場合のループ精度を計算した。な

お，上記のとおり，水素分圧と全圧によってループ精度

は変化する。ここでは代表として，有効性評価シナリオ

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）」における水素濃度の最大値（約 38vol%）を考

慮し，水素濃度 40vol%におけるループ精度を表 3－1「水

素濃度 40vol%におけるループ精度」に示す。 

ここでは，水素濃度 40vol％，全圧（格納容器内圧力

（D/W））が大気圧（101kPa）の時における計算の具体例

を以下に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

(b)に示すとおり，水素濃度を測定した誤差は，水素

分圧（水素濃度）と全圧（格納容器内圧力（D/W）又は格

納容器内圧力（S/C））の値により異なり，原子炉格納容

器の圧力は高い方が誤差は小さくなり，水素分圧は低い

方が誤差は小さくなる。 

水素検出器～指示までの誤差を±2.0%F.S.として，圧

力計の誤差も考慮した場合のループ精度を計算した。な

お，上記のとおり，水素分圧と全圧によってループ精度

は変化する。ここでは代表として，有効性評価シナリオ

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）」における水素濃度の最大値（約 38vol%）を考

慮し，水素濃度 40vol%におけるループ精度を表 3－1「水

素濃度 40vol%におけるループ精度」に示す。 

ここでは，水素濃度 40vol％，全圧（格納容器内圧力

（D/W））が大気圧（101kPa）の時における計算の具体例

を以下に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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注記＊1：格納容器内水素濃度（SA）のループ精度は±

2.0%F.S.であり，フルスケールは 100vol%である。ここ

で，格納容器内圧力（全圧）が大気圧の場合，水素濃度

計のフルスケール（100vol%）を水素分圧に換算すると

kPa(abs)となり，この場合の水素分圧の誤差 は，

kPa(abs)×2.0%＝ kPa(abs)となる。 

＊2：格納容器内圧力（D/W）の圧力検出器～演算装置ま

でのループ精度は， F.S.であり，フルスケール

は 1000kPa(abs)である。 

よって，全圧の誤差 は，1000kPa(abs)× %＝

kPa(abs)となる。 

 

 

表 3－1 水素濃度 40vol%におけるループ精度 

 

 

上記のとおり，重大事故等時の原子炉格納容器圧力に

おいては，水素濃度計の誤差より圧力計の誤差の影響が

大きくなるため，全体の誤差は±2.0%F.S.より小さくな

る。 

なお，格納容器内水素濃度（SA）は格納容器ベントの

判断やその他制御に使用するパラメータではなく，原子

炉格納容器内の水素濃度の推移，傾向（トレンド）を監

視することが目的であり，全圧に応じてループ誤差が変

化することを理解した上で監視していくことができる。 

 

 

注記＊1：格納容器内水素濃度（SA）のループ精度は±

2.0%F.S.であり，フルスケールは 100vol%である。ここ

で，格納容器内圧力（全圧）が大気圧の場合，水素濃度

計のフルスケール（100vol%）を水素分圧に換算すると

kPa(abs)となり，この場合の水素分圧の誤差 は，

kPa(abs)×2.0%＝ kPa(abs)となる。 

＊2：格納容器内圧力（D/W）の圧力検出器～演算装置ま

でのループ精度は， %F.S.であり，フルスケール

は 1000kPa(abs)である。 

よって，全圧の誤差 は，1000kPa(abs)× %＝

kPa(abs)となる。 

 

 

表 3－1 水素濃度 40vol%におけるループ精度 

 

 

上記のとおり，重大事故等時の原子炉格納容器圧力に

おいては，水素濃度計の誤差より圧力計の誤差の影響が

大きくなるため，全体の誤差は±2.0%F.S.より小さくな

る。 

なお，格納容器内水素濃度（SA）は格納容器ベントの

判断やその他制御に使用するパラメータではなく，原子

炉格納容器内の水素濃度の推移，傾向（トレンド）を監

視することが目的であり，全圧に応じてループ誤差が変

化することを理解した上で監視していくことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装ループ誤差の差異（格納容器内圧力（D/W）～演算

装置までの構成機器の差異） 

 

 

 

 

計装ループ誤差の差異（格納容器内圧力（D/W）～演算

装置までの構成機器の差異） 

 

記載の適正化 

K7 表 3－1 

誤：約 125kPa 

正：約 136kPa 

差異無し 
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水素検出器～指示で水素濃度を精度内で測定できる

ことを確認するため，水素濃度試験を実施している。試

験装置を図 3－8「水素濃度試験の試験装置概略図」に示

す。試験装置は，検出器を収納するための圧力容器，検

出器を加温するための恒温槽，検出器への水素ガスの供

給並びに圧力容器を加圧するための水素ガスボンベ及

び窒素ガスボンベ，圧力容器内の圧力を指示し演算装置

へ入力するための圧力計，圧力容器内の気体を排気する

ための真空引用ポンプから構成される。 

 

図 3－8 水素濃度試験の試験装置概略図 

 

試験条件を表 3－2「水素濃度試験の試験条件」に示

す。本試験では重大事故等時の環境条件を想定し，200℃

－620kPa（gage）（原子炉格納容器の限界温度及び限界

圧力）の環境条件にて水素濃度を 0.0～100.0vol%まで

の 7点に変化させ，検出器のループ精度を確認した。 

なお，本水素濃度計は水素濃度の上昇（パラジウムに

よる水素ガスの吸蔵）と水素濃度の下降（パラジウムに

よる水素ガスの放出）の特性（図 3－14 参照）で差異が

生じないことを確認していることから，水素濃度の上昇

方向のみ試験を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素検出器～指示で水素濃度を精度内で測定できる

ことを確認するため，水素濃度試験を実施している。試

験装置を図 3－8「水素濃度試験の試験装置概略図」に示

す。試験装置は，検出器を収納するための圧力容器，検

出器を加温するための恒温槽，検出器への水素ガスの供

給並びに圧力容器を加圧するための水素ガスボンベ及

び窒素ガスボンベ，圧力容器内の圧力を指示し演算装置

へ入力するための圧力計，圧力容器内の気体を排気する

ための真空引用ポンプから構成される。 

 

図 3－8 水素濃度試験の試験装置概略図 

 

試験条件を表 3－2「水素濃度試験の試験条件」に示

す。本試験では重大事故等時の環境条件を想定し，200℃

－620kPa（gage）（原子炉格納容器の限界温度及び限界

圧力）の環境条件にて水素濃度を 0.0～100.0vol%まで

の 7点に変化させ，検出器のループ精度を確認した。 

なお，本水素濃度計は水素濃度の上昇（パラジウムに

よる水素ガスの吸蔵）と水素濃度の下降（パラジウムに

よる水素ガスの放出）の特性（図 3－14 参照）で差異が

生じないことを確認していることから，水素濃度の上昇

方向のみ試験を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異無し 
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表 3－2 水素濃度試験の試験条件 

 

注記＊：一般的な工業計器の精度（直線性確認）は 3点

もしくは 5点校正を標準としており，本水素濃度計は 5

点校正を基本として 20vol%毎に水素濃度測定をするこ

ととし，さらに水素濃度計の使用目的を考慮し，可燃限

界として重要な 4vol%を測定点に追加した。 

 

試験結果を表 3－3「水素濃度試験の試験結果」，試験

結果をグラフ化したものを図 3－9「水素濃度試験の試

験結果グラフ」に示す。本試験では全圧の補正値を一定

としているため全圧の誤差は考慮せず，水素検出器～指

示のループ精度に着目し，計器精度は±2.0%F.S.とし評

価している。 

表3－3及び図3－9に示すとおり，水素濃度を0.0vol%

～100.0vol%に変化させた時に検出器の指示値が判定基

準内であることから，重大事故等時の環境条件を想定し

ても精度内で水素ガスを測定することができることを

確認している。 

 

表 3－3 水素濃度試験の試験結果 

 
注記＊1：水素ガスボンベの検査成績書の値 

＊2：判定基準は基準ガス濃度±2.0vol%とした。 

＊3：判定基準は 1.95vol%～5.95vol%となるが保守的に

2.0vol%～5.9vol％とした。 

 

表 3－2 水素濃度試験の試験条件 

 

注記＊：一般的な工業計器の精度（直線性確認）は 3点

もしくは 5点校正を標準としており，本水素濃度計は 5

点校正を基本として 20vol%毎に水素濃度測定をするこ

ととし，さらに水素濃度計の使用目的を考慮し，可燃限

界として重要な 4vol%を測定点に追加した。 

 

試験結果を表 3－3「水素濃度試験の試験結果」，試験

結果をグラフ化したものを図 3－9「水素濃度試験の試

験結果グラフ」に示す。本試験では全圧の補正値を一定

としているため全圧の誤差は考慮せず，水素検出器～指

示のループ精度に着目し，計器精度は±2.0%F.S.とし評

価している。 

表3－3及び図3－9に示すとおり，水素濃度を0.0vol%

～100.0vol%に変化させた時に検出器の指示値が判定基

準内であることから，重大事故等時の環境条件を想定し

ても精度内で水素ガスを測定することができることを

確認している。 

 

表 3－3 水素濃度試験の試験結果 

 

注記＊1：水素ガスボンベの検査成績書の値 

＊2：判定基準は基準ガス濃度±2.0vol%とした。 

＊3：判定基準は 1.95vol%～5.95vol%となるが保守的に

2.0vol%～5.9vol％とした。 
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図 3－9 水素濃度試験の試験結果グラフ 

 

3.1.3 格納容器内水素濃度（SA）の応答性について 

 

格納容器内水素濃度（SA）の応答性を応答性確認試験

により評価している。試験装置を図 3－10「応答性確認

試験の試験装置」に示す。試験装置は，検出素子部を収

納するチェンバ，チェンバへ水素ガスを供給するための

水素ガス供給部，チェンバへ水蒸気を供給するための水

蒸気供給部，チェンバ内の気体を排気するための排気

部，パラジウム線の抵抗と白金線の抵抗を測定する抵抗

計から構成される。 

試験中はチェンバ内の水素濃度分布を均一かつ変化

しないようにするため，チェンバ内にガスを流し続け

た。また，チェンバ内の水素濃度はマスフローコントロ

ーラで調整した。 

 
図 3－10 応答性確認試験の試験装置 
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表 3－4 応答性確認試験の試験条件 

 

＜試験条件の設定根拠＞ 

320℃：過去の文献＊を基にパラジウムを水素検出器とし

て使用できる温度として 320℃とした。 

大気圧：圧力変動がなく一定であれば問題ないため本試

験では大気圧とした。 

水蒸気：応答性の確認に合わせて水蒸気の影響評価を実

施するため水蒸気とした。 

水素濃度：試験場及び試験設備の制約から可燃限界であ

る 4.0vol%とした。また，水素導入と水素排出を複数回

繰り返した場合の再現性を確認するため，ステップ状で

5回確認した。 

注記＊：E.Wicke,et.al.,“Hydrogen in Metals Ⅱ,”

G.Alefeld and J.Volkl,eds., Springer, pp.81(1978) 

 

試験結果を表 3－5「応答時間確認結果」，表 3－6「出

力値の誤差確認結果」，図 3－11「応答性確認試験結果」

に示す。本試験では水素ガスの応答性の判定基準は 40

秒以下とし，出力値の誤差が 2.0vol%以下として評価を

行っている。 

表 3－5 及び図 3－11 に示すとおり，応答性は判定基

準の 40 秒以下に対し，水素ガス導入時及び排出時に

秒以下で応答しており，応答性が良好であることを確認

している。また，表 3－6 及び図 3－11 に示すとおり，

出力値の誤差が 2.0vol%以下に対し，± vol%以下の

誤差であり，良好であることを確認している。 
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表 3－5 応答時間確認結果 

 

 

表 3－6 出力値の誤差確認結果 

 
 注記＊：判定基準は水素濃度±2.0vol%とした。 

 

表 3－5 応答時間確認結果 

 

 

表 3－6 出力値の誤差確認結果 

 

 注記＊：判定基準は水素濃度±2.0vol%とした。 
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図 3－11 応答性確認試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－11 応答性確認試験結果 
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3.1.4 システム構成 

原子炉格納容器内の水素の測定において，原子炉格納

容器内のそれぞれの雰囲気ガスを検出器で測定するこ

とで原子炉格納容器内の水素濃度を中央制御室より監

視できる設計とする。 

格納容器内水素濃度（SA）の概要について図 3－12「格

納容器内水素濃度（SA）系統概要図及び検出器概要図」

に示す。 

 

 

 

図 3－12 格納容器内水素濃度（SA）系統概要図及び

検出器概要図 
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に示す。 

 

 

 

図 3－12 格納容器内水素濃度（SA）系統概要図及び

検出器概要図 
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検出器容器の上部及び下部の 2ヶ所に開口部があり，

この開口部から雰囲気に含まれる水素ガスが流入する

構造としている。この開口部の大きさは，検出素子部よ

り大きくなるよう設計しており，上部の開口部は，下部

の開口部に比べて，余裕を持たせた大きさとしている。 

格納容器内水素濃度（SA）は，パラジウム線，白金線

をボビンに巻き付けた検出素子部，ヒータ部等で構成さ

れ，検出器容器に収納されている。 

各構成機器の概要について以下に示す。 

 

 

(1) 水素検出器 

a. パラジウム線 

パラジウム線は水素を吸蔵すると抵抗値が増加する。

この抵抗値の増加量を測定するために設置する。 

 

b. 白金線 

白金線によりパラジウム線の温度を正確に測定し，水

素濃度算出時に温度補正をするために設置する。 

 

c. ヒータ部 

パラジウム線は，低温領域では水素濃度のばらつきが

大きいことから，水素濃度が安定する高温領域とするた

め，パラジウム線をヒータで 260℃以上に加温する必要

があり，パラジウム線を約300℃にするために設置する。 

 

d. ヨウ素フィルタ 

重大事故等時に原子炉格納容器内で発生するヨウ素

による検出素子部への影響を低減するため，ヨウ素吸着

剤を入れたフィルタを検出器の上下開口部に設置して

いる。 

 

(2) 格納容器内水素モニタ盤 

格納容器内水素モニタ盤は，水素検出器で測定された

パラジウムの抵抗値を水素濃度へ換算することを目的

として，中央制御室に設置している。格納容器内水素モ
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ニタ盤は，抵抗測定器，演算装置等で構成されている。 

 

3.1.5 設置位置 

格納容器内水素濃度（SA）の設置位置を図 3－13「格

納容器内水素濃度（SA）の設置位置」に示す。 

図 3－13 に示すとおり，格納容器内水素濃度（SA）の

設置高さは格納容器スプレイによる原子炉格納容器の

水位上昇を考慮しても水没しない高さ，かつ格納容器内

水素濃度と同等の高さとしている。また，格納容器内水

素濃度（SA）の周囲に原子炉格納容器内の気体が滞留す

るような構造物がなく，開口部が閉塞しない位置に設置

している。 
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【女川との差異】 

補足説明資料にて説明 
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図 3－13 格納容器内水素濃度（SA）の設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3－13 格納容器内水素濃度（SA）の設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異 

（計器設置高さ，CAMS サンプリング位置，水没水位） 

 

計器設置高さ 

K7 

D/W：16650mm 

S/C：9225mm 

K6 

D/W：19550mm 

S/C：9740mm 

 

 

 

CAMS サンプリング位置 

K7 

D/W：19000mm 

S/C：8900mm 

K6 

D/W：19000mm 

S/C：9500mm 

 

水没水位 

K7 

誤：8200mm 

正：7950mm 

K6 

7750mm 
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3.1.6 格納容器内における気体のミキシングについて 

 

格納容器内水素濃度（SA）の設置位置は3.1.5のとお

りであるが，原子炉格納容器全体の水素濃度を測定して

いる根拠について以下に示す。詳細については「重大事

故等対策の有効性評価について（補足説明資料） 4. 格

納容器内における気体のミキシングについて」を参照。 

 

BWRの原子炉格納容器内の気体のミキシング効果につ

いては，電力共同研究等＊1，＊2によって確認している。

その結果として，原子炉格納容器内は格納容器スプレイ

や温度差による自然対流に伴う攪拌効果がある場合に

は十分なミキシング効果が短時間に得られることを確

認している。また，PWRを模擬した体系においても同様

にミキシング効果が得られることが確認されている。＊

3 

有効性評価「水素燃焼」のシナリオでは，間欠的なス

プレイの実施及び原子炉格納容器内の温度差により，原

子炉格納容器内は十分にミキシングされるものと考え

られる。事象発生から約 22.5 時間後の代替循環冷却の

運転開始前に復水移送ポンプを停止しないと実施でき

ない系統構成があるため，数十分間復水移送ポンプの運

転を停止するが，この間についても原子炉格納容器内の

温度差によってミキシングされるものと考えられる。 

注記＊1：社内研究「触媒式FCS導入に向けた格納容器内

熱流動特性の評価(フェーズ2)」(平成19年3月) 

＊2：電力共同研究「格納容器内ミキシング確認試験に

関する研究」(昭和58年3月) 

＊3：重要構造物安全評価(原子炉格納容器信頼性実証事

業)に関する総括報告書(平成 15 年 3 月) 

 

3.2 格納容器内水素濃度（SA）の検出素子部の加温に

ついて 

(1) 加温温度 

パラジウムを水素検出器として使用できる温度範囲

を確認するため，温度条件を 20℃，100℃，260℃，300℃
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とした時の，雰囲気圧力とパラジウムの重量増加量を測

定した。測定結果を図 3－14「パラジウム中の水素原子

の密度」に示す。 

温度が一定の条件で雰囲気圧力を徐々に増減してい

くとパラジウム中の水素密度も徐々に増減していくが，

ある圧力で直線性を有しなくなり，検出の再現性が悪く

なる。 

図 3－14 に示すとおり，格納容器内水素濃度（SA）は

パラジウム線が260℃以上であれば，水素圧力961kPaま

での検出器の直線性を有することが確認されているこ

とから，ヒータによりパラジウム線を約 300℃にする。 

 

 

図 3－14 パラジウム中の水素原子の密度 

 

(2) ヒータ温度制御について 

格納容器内水素濃度（SA）のパラジウム線の加温温度

は(1)のとおり約 300℃にする必要があることから，ヒ

ータにて検出素子部を ℃± ℃の範囲で温度制御し

ている。 

検出素子部とヒータ部の概要を図 3－15「ヒータ部の

概要図」，保温材を巻いた検出素子部の外観を図 3－16
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図 3－14 パラジウム中の水素原子の密度 
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「保温材を巻いた検出素子部」に示す。図 3－15 に示す

とおり，ヒータはボビンの周囲に設置した金属円筒にヒ

ータケーブルを巻き付けた構造となっている。また，ヒ

ータの周囲には図 3－16 に示すとおり保温材を巻き付

けている。さらに，保温材を巻いた検出素子部は検出器

容器に収納されており，周囲温度の変化による検出素子

部の温度変化が発生しにくい構造となっている。 

ヒータは隙間を設けて金属円筒に巻き付けており，水

素ガスの流入を阻害することはない。また，ヒータを巻

付けている金属円筒には無数の穴を設けている。 

保温材は繊維状の材料を使用しており，保温材がボビ

ンへの水素ガスの流入を阻害することはない。また，保

温材の周囲に設けている保温材固定用の金属円筒には

水素ガスの流入を阻害することのないよう無数の穴を

設けている。 

 

図 3－15 ヒータ部の概要図 

 

図 3－16 保温材を巻いた検出素子部 

「保温材を巻いた検出素子部」に示す。図 3－15 に示す

とおり，ヒータはボビンの周囲に設置した金属円筒にヒ
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ータの周囲には図 3－16 に示すとおり保温材を巻き付

けている。さらに，保温材を巻いた検出素子部は検出器
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素ガスの流入を阻害することはない。また，ヒータを巻

付けている金属円筒には無数の穴を設けている。 

保温材は繊維状の材料を使用しており，保温材がボビ

ンへの水素ガスの流入を阻害することはない。また，保

温材の周囲に設けている保温材固定用の金属円筒には

水素ガスの流入を阻害することのないよう無数の穴を

設けている。 

 

図 3－15 ヒータ部の概要図 

 

図 3－16 保温材を巻いた検出素子部 
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検出素子部の温度を判定基準内に制御できることを

確認するため，常温及び 200℃の環境条件下において，

ヒータ温度制御試験を実施している。試験結果を表 3－

7「ヒータ温度制御試験の結果」に示す。表 3－7に示す

とおり，周囲温度に依存することなく検出素子部（白金

線温度）を ℃± ℃の範囲内で制御できることを確

認している。 

 

表 3－7 ヒータ温度制御試験の結果 

 

 

(3) 格納容器内水素濃度（SA）の検出素子部への温度

影響について 

格納容器内水素濃度（SA）の検出素子部へ温度影響を

与える可能性のある事象を抽出し，評価を行った。評価

の結果，検出素子部の温度に対して大きな温度変化を起

こす影響は小さいと考えられる。 

 

 

a. 雰囲気温度の影響 

検出素子部はヒータ，保温材に囲われており約 300℃

に加温されている。検出素子部は検出器容器に収納され

ていることから検出素子部は雰囲気温度の影響を受け

にくい構造となっている。（ヒータ温度制御については

3.2(2)参照） 

 

b. 水位上昇による水没 

検出器の設置高さは，原子炉格納容器の水没水位より

上部としており検出器は水没しない。（図 3－13 参照） 
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c. 検出器の被水 

格納容器スプレイによる被水及び格納容器スプレイ

の際に検出器上部にあるケーブルトレイ等の構造物か

らの跳ね返りによる被水を防止するため，ドライウェル

及びサプレッションチェンバに設置している検出器上

部に被水防止カバーを設置する。 

被水防止カバーは検出器容器を覆える大きさとする

ことで検出器容器への被水を防止する。 

被水防止カバーの設置例を図 3－17「被水防止カバー

設置例」に示す。 

なお，検出器について蒸気環境を含む環境試験を実施

しており，健全性を維持していることを確認している。

（表 3－8，3－9参照） 

 

 

図 3－17 被水防止カバー設置例 

 

3.3 格納容器内水素濃度（SA）の健全性について 

 

(1) 使用環境 

格納容器内水素濃度（SA）の環境条件は，表 3－8「格

納容器内水素濃度（SA）の耐環境試験の評価結果」に示

すとおり，全ての有効性評価で想定される環境条件を包

絡する環境条件を設定する。 
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図 3－17 被水防止カバー設置例 
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設備構成の差異（メーカの違いによる寸法の違い） 
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格納容器内水素濃度（SA）の検出器及び検出器に付属

する無機物で構成されている MI ケーブルを試験装置内

に設置し耐環境試験を実施している。図 3－18 に絶縁抵

抗及び抵抗測定箇所を示す。 

 

格納容器内水素濃度（SA）は，表 3－8及び表 3－9「格

納容器内水素濃度（SA）の耐環境試験の評価結果（詳細）」

に示すとおり，環境条件を満足する試験条件で耐環境試

験を実施して，健全性を維持できることを確認してい

る。 

 

 

 

なお，パラジウムは無機材であり，事故時に想定され

る環境による劣化を考慮する必要がない。さらに，耐環

境試験後に検出素子部の外観に異常は認められていな

いため，検出器一式で蒸気暴露による故障モードとし

て，水蒸気による絶縁低下及び検出器信号の短絡・断線，

ヒータ故障を想定し，絶縁抵抗測定，連続的な抵抗測定

及びヒータの昇温確認を実施している。 

 

表 3－8 格納容器内水素濃度（SA）の耐環境試験の評価

結果 

 

 

 

格納容器内水素濃度（SA）の検出器及び検出器に付属す

る無機物で構成されている MI ケーブルを試験装置内に

設置し耐環境試験を実施している。図 3－18 に絶縁抵抗

及び抵抗測定箇所を示す。 

 

格納容器内水素濃度（SA）は，表 3－8及び表 3－9「格

納容器内水素濃度（SA）の耐環境試験の評価結果（詳細）」

に示すとおり，環境条件を満足する試験条件で耐環境試

験を実施して，健全性を維持できることを確認してい

る。 

 

 

 

なお，パラジウムは無機材であり，事故時に想定され

る環境による劣化を考慮する必要がない。さらに，耐環

境試験後に検出素子部の外観に異常は認められていな

いため，検出器一式で蒸気暴露による故障モードとし

て，水蒸気による絶縁低下及び検出器信号の短絡・断線，

ヒータ故障を想定し，絶縁抵抗測定，連続的な抵抗測定

及びヒータの昇温確認を実施している。 

 

表 3－8 格納容器内水素濃度（SA）の耐環境試験の評価

結果 
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図 3－18 絶縁抵抗及び抵抗測定箇所 

 

表 3－9 格納容器内水素濃度（SA）の耐環境試験の評

価結果（詳細） 

 

 

(3) パラジウムの劣化について 

水素吸蔵材であるパラジウムの想定される劣化因子

と評価結果を表 3－10「パラジウムの劣化評価結果」に

示す。 

パラジウムは無機材であり，事故時に想定される環境

による劣化を考慮する必要がない。念のため，熱・湿分

/水蒸気・圧力・放射線について確認した結果，パラジ

ウムは想定される劣化因子によって劣化しないことを

確認した。 

 

 

図 3－18 絶縁抵抗及び抵抗測定箇所 

 

表 3－9 格納容器内水素濃度（SA）の耐環境試験の評

価結果（詳細） 

 

 

(3) パラジウムの劣化について 

水素吸蔵材であるパラジウムの想定される劣化因子

と評価結果を表 3－10「パラジウムの劣化評価結果」に

示す。 

パラジウムは無機材であり，事故時に想定される環境

による劣化を考慮する必要がない。念のため，熱・湿分

/水蒸気・圧力・放射線について確認した結果，パラジ

ウムは想定される劣化因子によって劣化しないことを

確認した。 
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表 3－10 パラジウムの劣化評価結果 

 

 

3.4 水素燃焼の影響 

(1) 酸素対策について 

検出素子部に使用しているパラジウム及び白金は，水

素と酸素を反応させる触媒作用があるため，水素に加え

酸素が存在する環境では，検出素子部表面で水素燃焼を

促進し，水素濃度測定に影響を及ぼす可能性がある。 

検出器への酸素の影響を確認するため，図 3－19 に示

す試験構成にて検出器に水素，酸素，窒素の混合ガスを

流し，水素濃度の計測精度を確認した。 

 

 

図 3－19 酸素特性試験の試験構成（酸素対策前） 

 

試験条件を表 3－11「酸素特性試験の試験条件（酸素

対策前）」に示す。水素濃度 3.5vol%の時に，酸素濃度を

1.0vol%，3.0vol%，4.5vol%の各濃度に変化させて計測

精度を評価した。 

 

 

 

 

表 3－10 パラジウムの劣化評価結果 

 
 

3.4 水素燃焼の影響 

(1) 酸素対策について 

検出素子部に使用しているパラジウム及び白金は，水

素と酸素を反応させる触媒作用があるため，水素に加え

酸素が存在する環境では，検出素子部表面で水素燃焼を

促進し，水素濃度測定に影響を及ぼす可能性がある。 

検出器への酸素の影響を確認するため，図 3－19 に示

す試験構成にて検出器に水素，酸素，窒素の混合ガスを

流し，水素濃度の計測精度を確認した。 

 

 

図 3－19 酸素特性試験の試験構成（酸素対策前） 

 

試験条件を表 3－11「酸素特性試験の試験条件（酸素

対策前）」に示す。水素濃度 3.5vol%の時に，酸素濃度を

1.0vol%，3.0vol%，4.5vol%の各濃度に変化させて計測

精度を評価した。 
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表 3－11 酸素特性試験の試験条件（酸素対策前） 

 

＜試験条件の設定根拠＞ 

300℃：検出素子部の加熱温度である 300℃とした。  

大気圧：圧力変動がなく一定であれば問題ないため本試

験では大気圧とした。 

水素濃度：酸素特性試験は水素と酸素が反応し爆発する

恐れがあるため，可燃限界である 4.0vol%に安全を考慮

して，3.5vol%とした。 

酸素濃度：酸素特性試験は水素と酸素が反応し爆発する

恐れがあるため，可燃限界である 5.0vol%に安全を考慮

して，4.5vol%とした。 

酸素特性試験の試験結果を図 3－20「酸素特性試験の

試験結果（酸素対策前）」に示す。図 3－20 に示すとお

り，水素を導入した状態でさらに酸素を導入すると，酸

素導入と同時に検出素子部表面での水素燃焼により白

金温度が上昇している。また，パラジウムと白金の抵抗

値が上昇することを確認している。このことから酸素は

水素濃度測定に影響を及ぼすことが分かる。 

 

 

 

図 3－20 酸素特性試験の試験結果（酸素対策前） 

 

 

表 3－11 酸素特性試験の試験条件（酸素対策前） 

 

＜試験条件の設定根拠＞ 

300℃ ：検出素子部の加熱温度である 300℃とした。  

大気圧 ：圧力変動がなく一定であれば問題ないため本

試験では大気圧とした。 

水素濃度：酸素特性試験は水素と酸素が反応し爆発する

恐れがあるため，可燃限界である 4.0vol%に安全を考慮

して，3.5vol%とした。 

酸素濃度：酸素特性試験は水素と酸素が反応し爆発する

恐れがあるため，可燃限界である 5.0vol%に安全を考慮

して，4.5vol%とした。 

酸素特性試験の試験結果を図 3－20「酸素特性試験の

試験結果（酸素対策前）」に示す。図 3－20 に示すとお

り，水素を導入した状態でさらに酸素を導入すると，酸

素導入と同時に検出素子部表面での水素燃焼により白

金温度が上昇している。また，パラジウムと白金の抵抗

値が上昇することを確認している。このことから酸素は

水素濃度測定に影響を及ぼすことが分かる。 

 

 

 

図 3－20 酸素特性試験の試験結果（酸素対策前） 
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検出素子部表面での水素燃焼を防止するため，酸素バ

リア材，水素透過膜として知られている

を酸素バリア材として選定した。 には図 3－

21「分子ふるい効果のイメージ図」に示す分子ふるい効

果があり，水素の透過性を維持したまま酸素の透過を阻

害することができることが確認されており，この特性を

利用し水素燃焼を防止する。 

は化学蒸着によって，検出器のパラジウム線及び

白金線の表面に被膜を施している。 

 

 

図 3－21 分子ふるい効果のイメージ図 

 

の被膜が水素燃焼の対策として有効であること

を確認するため，図 3－22「酸素特性試験の試験構成（酸

素対策後）」に示す試験体系で 被膜を施した検出素

子部に対し水素，酸素，窒素の混合ガスを導入し，水素

濃度の計測精度を確認した。試験構成を図 3－22 に示

す。 

 

図 3－22 酸素特性試験の試験構成（酸素対策後） 

 

検出素子部表面での水素燃焼を防止するため，酸素バ

リア材，水素透過膜として知られている

を酸素バリア材として選定した。 には図 3－

21「分子ふるい効果のイメージ図」に示す分子ふるい効

果があり，水素の透過性を維持したまま酸素の透過を阻

害することができることが確認されており，この特性を

利用し水素燃焼を防止する。 

は化学蒸着によって，検出器のパラジウム線及び

白金線の表面に被膜を施している。 

 

 

図 3－21 分子ふるい効果のイメージ図 

 

の被膜が水素燃焼の対策として有効であること

を確認するため，図 3－22「酸素特性試験の試験構成（酸

素対策後）」に示す試験体系で 被膜を施した検出素

子部に対し水素，酸素，窒素の混合ガスを導入し，水素

濃度の計測精度を確認した。試験構成を図 3－22 に示

す。 

 
図 3－22 酸素特性試験の試験構成（酸素対策後） 
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酸素特性試験の試験条件は表 3－12「酸素特性試験の

試験条件（酸素対策後）」に示すとおり，2種類の試験条

件にて計測精度を評価した。 

 

表 3－12 酸素特性試験の試験条件（酸素対策後） 

 

＜試験条件の設定根拠＞ 

300℃：検出素子部の加熱温度である 300℃とした。  

大気圧：圧力変動がなく一定であれば問題ないため本試

験では大気圧とした。 

水素濃度（条件 1）：酸素特性試験は水素と酸素が反応し

爆発する恐れがあるため，可燃限界である 4.0vol%に安

全を考慮して，3.5vol%とした。 

水素濃度（条件 2）：水素燃焼が起きやすい濃度として，

酸素濃度 5.0vol%の 2 倍の 10vol%とした。 

酸素濃度：可燃限界である 5.0vol%とした。 

 

試験結果を表 3－13「酸素特性試験の試験結果（酸素

対策後）」，図 3－23「酸素特性試験（条件 1）の試験結

果（酸素対策後）」，図 3－24「酸素特性試験（条件 2）

の試験結果（酸素対策後）」に示す。本試験では直接的

に水素濃度は測定しておらず，パラジウム及び白金の抵

抗値を測定している。このため，パラジウム及び白金の

抵抗値を基に 3.1.1 に示す演算手順と同じ手順で水素

濃度を算出した。表 3－13 に示すとおり，酸素導入時に

も水素濃度を精度内で測定できることを確認できた。ま

た，図 3－23 及び図 3－24 に示すとおり，酸素ガスの導

入と停止を繰返し行った時にも，酸素の影響を抑制して

おり， 被膜の有効性を確認できた。 

 

なお， は無機物であり，放射線による劣化を考慮

する必要がない。 は原子炉格納容器内に設置されて

酸素特性試験の試験条件は表 3－12「酸素特性試験の

試験条件（酸素対策後）」に示すとおり，2種類の試験条

件にて計測精度を評価した。 

 

表 3－12 酸素特性試験の試験条件（酸素対策後） 

 

＜試験条件の設定根拠＞ 

300℃：検出素子部の加熱温度である 300℃とした。 

大気圧：圧力変動がなく一定であれば問題ないため本試

験では大気圧とした。 

水素濃度（条件 1）：酸素特性試験は水素と酸素が反応し

爆発する恐れがあるため，可燃限界である 4.0vol%に安

全を考慮して，3.5vol%とした。 

水素濃度（条件 2）：水素燃焼が起きやすい濃度として，

酸素濃度 5.0vol%の 2 倍の 10vol%とした。 

酸素濃度：可燃限界である 5.0vol%とした。 

 

試験結果を表 3－13「酸素特性試験の試験結果（酸素

対策後）」，図 3－23「酸素特性試験（条件 1）の試験結

果（酸素対策後）」，図 3－24「酸素特性試験（条件 2）

の試験結果（酸素対策後）」に示す。本試験では直接的

に水素濃度は測定しておらず，パラジウム及び白金の抵

抗値を測定している。このため，パラジウム及び白金の

抵抗値を基に 3.1.1 に示す演算手順と同じ手順で水素

濃度を算出した。表 3－13 に示すとおり，酸素導入時に

も水素濃度を精度内で測定できることを確認できた。ま

た，図 3－23 及び図 3－24 に示すとおり，酸素ガスの導

入と停止を繰返し行った時にも，酸素の影響を抑制して

おり， 被膜の有効性を確認できた。 

 

なお， は無機物であり，放射線による劣化を考慮

する必要がない。 2は原子炉格納容器内に設置されて
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いる起動領域モニタの MI ケーブルにも使用されてお

り，原子炉格納容器内の環境下での使用実績がある。ま

た， は融点が 1650℃の安定な物質で耐熱性に優れ

ている。さらに， は本水素検出器の保温材としても

使用されており，重大事故等時を模擬した環境条件で耐

環境試験を行い，健全性を維持できることを確認してい

る。 

 

表 3－13 酸素特性試験の試験結果（酸素対策後） 

 
注記＊：判定基準は水素濃度±2.0vol%とした。 

 

 

図 3－23 酸素特性試験（条件 1）の試験結果 

（酸素対策後） 
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図 3－24 酸素特性試験（条件 2）の試験結果 

（酸素対策後） 

 

3.5 被毒物質の影響 

(1) 被毒物質の抽出 

重大事故等時の原子炉格納容器内には，窒素，水素，

水蒸気のほかに，酸素，核分裂生成物（ヨウ素等）の物

質が含まれると考えられており，これらの物質が被毒と

して検出器の性能に与える影響を評価する必要がある。 

これら原子炉格納容器内で想定される物質のうち，格

納容器内水素濃度（SA）に用いるパラジウムのような貴

金属触媒に対する被毒物質には，一酸化炭素，硫黄，ハ

ロゲン，重金属，水，ダスト（粉塵），エアロゾルがあ

る。各々の被毒物質の影響について確認した。 

 

 

a. 一酸化炭素 

溶融炉心とコンクリートの反応により発生し，可燃性

ガスの一部としてある程度存在していると考えられる。

濃度や温度域によっては水素吸蔵に対する被毒性を有

する。 

従って，一酸化炭素を被毒物質として考慮し試験対象

とした。 

b. 硫黄 
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通常運転時においては，原子炉格納容器内は窒素置換

され，かつ，密閉されていることから，これらの被毒物

質が原子炉格納容器外より流入することは考えられな

い。 

被毒物のうち，火災の際に発生しうる硫黄成分は，原

子炉格納容器内に可燃性物質を極力使用しないこと及

び通常運転中窒素置換されていることから発生の可能

性はないとしている。 

従って，硫黄は被毒物質として考慮しない。 

c. ハロゲン，重金属 

原子炉格納容器内に放出される核分裂生成物として

は，ヨウ素（I），臭素（Br），クリプトン（Kr），キセノ

ン（Xe），ウラン（U），プルトニウム（Pu）等がある。こ

れらのうち，パラジウム表面に吸着して被毒物質となる

ものは，ハロゲンであるヨウ素，臭素である。これらハ

ロゲンについては，炉内内蔵量のうちハロゲンの50%が

放出されると仮定しているため，そのうち約90%を占め

るヨウ素と約10%を占める臭素による触媒への影響を考

慮する必要がある。このうち，臭素はヨウ素より反応性

が高いため化合物を作りやすく，粒子状の形態になると

考えられ，格納容器スプレイによって水中に捕捉される

ため，臭素の被毒物としての影響はヨウ素を想定するこ

とで包絡される。 

従って，ヨウ素を被毒物質として考慮し試験対象とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 水 
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バーを設置しており，検出器は被水の影響を受けない設

計としている。 

なお，水は被毒物質として考慮し，蒸気環境を含む環

境試験を実施しており健全性を維持していることを確

認している。 

e. ダスト（粉塵） 

ダスト（粉塵）に関しては冷却材喪失事故発生時に，

破断配管からのジェット流によって保温材が破損し，ダ

スト（粉塵）が発生する可能性がある。原則，金属反射

保温材を使用するため，ダスト（粉塵）の発生量は少量

と考えられることから，固体粒子が一様にパラジウム表

面を覆うことは考えられない。また，ダスト（粉塵）は

格納容器スプレイによって水中に捕捉されることから，

影響は少ないと考えられる。 

従って，ダスト（粉塵）は被毒物質として考慮しない。 

f. エアロゾル 

核分裂生成物のうち，エアロゾル（セシウム化合物他）

として原子炉格納容器内に存在する物質は，格納容器ス

プレイによって水中に捕捉され，格納容器スプレイ作動

後は速やかに濃度が低下するが，原子炉格納容器内の存

在量の観点からその影響を考慮し，エアロゾルを試験対

象とした。 

 

以上より一酸化炭素，ヨウ素及びエアロゾルを反応阻

害物質とし被毒影響を検討することとした。 

 

(2) 被毒物質の影響評価 

(1)のとおり，一酸化炭素，ヨウ素及びエアロゾルを

被毒物質として選定した。なお，ヨウ素については，

NUREG-1465＊や文献等を参考に，ヨウ素の形態から派生

する物質についても影響評価を実施する。 

パラジウムの被毒影響を評価するため抽出した物質

による浸漬又は暴露による評価を行い，水素濃度測定及

び応答性を確認した結果，検出性能に与える影響が最も

大きいものはヨウ素であることが分かったので，ヨウ素

について対策を実施することとした。評価結果を表 3－
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14「被毒物質の抽出結果」に示す。 

 

注記＊：Accident Source Terms for Light-Water 

Nuclear Power Plants,NUREG-1465, February 1995 

 

表 3－14 被毒物質の抽出結果（1/2） 
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表 3－14 被毒物質の抽出結果（2/2） 

注記＊：( )は直接的に当該物質を対象とした試験を行

わないが，ヨウ素の試験により代表化することで対象と

した物質を意味する。 

 

(3) 格納容器内水素濃度（SA）のヨウ素対策について 

 

パラジウムがヨウ素環境下にあるとヨウ素と反応し

てヨウ化パラジウムに変化し，水素の吸蔵性能が低下

し，格納容器内水素濃度（SA）の水素計測に影響を与え

ることを確認したことから，対策として検出器容器の開

口部にヨウ素を補集するヨウ素フィルタを設置した。ヨ

ウ素フィルタ付き検出器の外観を図3－25「ヨウ素フィ

ルタ付き検出器外観」に示す。 

 

ヨウ素フィルタを設置することによる悪影響につい

ては，ダストによるヨウ素フィルタの目詰まりが想定さ

れるが，水素などの気体を完全に遮断するものではない

と考えられる。 
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なお，ダストは格納容器スプレイによって捕捉される

ため，格納容器内水素濃度（SA）はダストの影響は受け

ないが，仮にダストが検出器上部の開口部に堆積した場

合でも，開口部は上下にあることから計測に悪影響を与

えるものではない。 

 

 

 

 

 

図3－25 ヨウ素フィルタ付き検出器外観 

 

ヨウ素フィルタの有効性を確認するためヨウ素フィ

ルタ付き検出器に対しヨウ素試験を実施している。試験

条件を表 3－15「ヨウ素試験の試験条件」，試験構成を図

3－26「ヨウ素試験の試験構成」に示す。ヨウ素を一定

の流量で流した状態で水素ガスの導入と停止を繰返し，

検出器の計測精度を評価した。 
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図 3－25 ヨウ素フィルタ付き検出器外観 

 

ヨウ素フィルタの有効性を確認するためヨウ素フィ

ルタ付き検出器に対しヨウ素試験を実施している。試験

条件を表 3－15「ヨウ素試験の試験条件」，試験構成を図

3－26「ヨウ素試験の試験構成」に示す。ヨウ素を一定

の流量で流した状態で水素ガスの導入と停止を繰返し，

検出器の計測精度を評価した。 
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図 3－26 ヨウ素試験の試験構成 

 

表 3－15 ヨウ素試験の試験条件 

 

注記＊：「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則」審査資料（第五十条：

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備，第五

十九条：運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）

の記載値を考慮して設定しており，重大事故等時の条件

を包絡。 

 

＜試験条件の設定根拠＞ 

200℃：原子炉格納容器の限界温度である 200℃とした。 

大気圧：圧力変動がなく一定であれば問題ないため本試

験では大気圧とした。 

水蒸気：重大事故等時の環境条件を模擬するため水蒸気

とした。 

ヨウ素積算流入量：72 時間で重大事故等時に想定され

るヨウ素の 7 日間の積算流入量を包絡する流入量とし

た。 

水素濃度：可燃限界である 4.0vol%とした。 

 

 

図 3－26 ヨウ素試験の試験構成 

 

表 3－15 ヨウ素試験の試験条件 
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試験結果を表 3－16「ヨウ素試験結果」，図 3－27「ヨ

ウ素試験結果」に示す。表 3－16 及び図 3－27 に示すと

おり，ヨウ素環境下においても水素導入時にパラジウム

の抵抗値が変化しており，指示値が精度内であることか

ら，ヨウ素環境下でも水素検出が可能であることを確認

した。 

 

表 3－16 ヨウ素試験結果 

 

 

注記＊：判定基準は水素濃度±2.0vol%とした。 

 

 

図3－27 ヨウ素試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験結果を表 3－16「ヨウ素試験結果」，図 3－27「ヨ

ウ素試験結果」に示す。表 3－16 及び図 3－27 に示すと

おり，ヨウ素環境下においても水素導入時にパラジウム

の抵抗値が変化しており，指示値が精度内であることか

ら，ヨウ素環境下でも水素検出が可能であることを確認

した。 

 

表 3－16 ヨウ素試験結果 

 

 

注記＊：判定基準は水素濃度±2.0vol%とした。 

 

 

図 3－27 ヨウ素試験結果 
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【女川との差異】 

柏崎刈羽は上記試験でヨウ素環境下においても水素検

出可能なことを確認している。 
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3.6 格納容器内水素濃度（SA）の耐震性について 

 

加振試験において，格納容器内水素濃度（SA）を加振

台に設置し，表 3－17「格納容器内水素濃度（SA）の加

振試験の結果」に示す加速度を加えた後で格納容器内水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 格納容器内水素濃度（SA）の耐震性について 

 

加振試験において，格納容器内水素濃度（SA）を加振

台に設置し，表 3－17「格納容器内水素濃度（SA）の加

振試験の結果」に示す加速度を加えた後で格納容器内水
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素濃度（SA）が機能的な健全性が確保されていることを

確認している。 

 

表 3－17 格納容器内水素濃度（SA）の加振試験の結果 

 

 

 

 

3.7 格納容器内水素濃度（SA）の電源供給について 

 

格納容器内水素濃度（SA）は，常設代替直流電源設備

又は可搬型直流電源設備から給電できる設計とする。 

電源供給については図 3－28「格納容器内水素濃度

（SA）の電源概略構成図」に示す。 

 

 

 

 

 

 

図3－28 格納容器内水素濃度（SA）の電源概略構成 
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図 3－28 格納容器内水素濃度（SA）の電源概略構成図 
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設備構成の差異（電源構成の差異） 

 


